
 
- 51 - 

 

第６回定例会議事日程（第３号） 

 

第１ 一般質問 

  吉留良三君 

   １．市長の２期目の政治姿勢について 

    （１）「小さくてもキラリと光るまちをめざす」とは、具体的にどのようなイメージなのか。 

    （２）大規模な誘客事業も重要であるが、身近な公園整備などの生活周辺環境整備や買い物

支援などの生活支援に重点をおいた施策をさらに進めるべきではないか。 

    （３）人と経済の流れを生む施策として、地産地消の取組など地域循環型経済の構築は重要

であると考える。引き続き、重点的に進めるべきではないか。 

    （４）少子化対策の究極的解決策は、良質な仕事の確保と女性の生きづらさ解消であると考

えるが、今後どのように進めていくのか。 

    （５）全国知事会で多文化共生社会の実現を目指す共同宣言が承認された。外国人との共生

は、本市においても欠かせない重要政策だと思うがいかがか。 

  二井谷友希君 

   １．女性支援について 

    （１）女性支援の現状について市長の認識を伺う。 

    （２）「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」の施行による本市における現状の

対応と今後の取組について伺う。 

    （３）生理用品の設置の現状と今後の取組について伺う。 

   ２．串木野健康増進センターについて 

    （１）利用者駐車場について、上の段に駐車場があることから、雨天時など１階に降りてい

く際、階段が滑りやすくて危険である。特に妊婦の方は大ケガ、事故に繋がりかね

ない。正面玄関に近いところにも駐車スペースを確保できないか。 

    （２）母子手帳交付について、交付の際に期日指定がされて、働いている方からすると出向

くのが難しい時がある。予約制にしたり、交付日を増やしたり、柔軟に対応できな

いものか。 

   ３．加齢性難聴の方への支援について 

    （１）本市の支援の現状について伺う。 

    （２）補聴器をつけたいが、高額で購入できない方もいる。市が補助する考えはないか伺う。 

   ４．訪問介護事業所について 

    （１）現在市内には事業所が１カ所しかないが、市民は十分にサービスを受けられているの

か。現状を伺う。 

    （２）事業所が１カ所であることに不安の声がある。今後サービスを維持するためにも、市

独自で事業所に対して支援する考えはないか。 

   ５．長崎鼻公園の再整備事業（リニューアル計画）について 

    （１）本市公式ＬＩＮＥを活用した市民アンケートについて、市民の方からの意見、提案等

に対するフィードバックがあってもいいと思う。どのように市民意見が反映されて

いるのか、示すべきではないか。 

    （２）今後の市民参画をどのように考えているのか。アンケートで意見を聞いて終わりなの

か。 

   ６．本市沖約５ｋｍ圏内洋上風力発電計画について 

    （１）本市におけるエネルギー発電設備のあり方について伺う。 

    （２）上記計画と川内原発との関係について伺う。 

    （３）本市陸から約５ｋｍ圏内に計画地が絞られた経緯について伺う。 

    （４）漁業補償について伺う。 

    （５）来年度の情報提供について伺う。 
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  西田憲智君 

   １．生活安定策と未来投資の推進について 

    （１）国・県の物価高対策の動向に伴う、本市の現状分析と連携状況、さらに本市独自の対

策についての考えを伺う。 

    （２）本市のキャッシュレス推進により、市民や消費者の利便性向上、また、事業者への生

産性向上や未来に向けた投資につなげるなど全体設計と関係機関との連携体制を整備す

る考えはないか。 

      ・公共料金や公共施設利用料などのキャッシュレス化 

      ・事業者へのキャッシュレス導入促進及び支援並びに補助 

      ・対象世代等に向けた、キャッシュレス支援プログラム開始 

      ・地域イベントでのポイント還元など 

    （３）具体策として、電子版商品券事業や地域通貨ペイ事業等を通じて、物価高で苦慮され

ている事業店舗への集客促進や消費者の購買力維持に繋げ、地域内での資金循環を

強化していく考えはないか。 

    （４）学校教育において、経済に関する知識と判断力を身につけていく、金融リテラシー教

育を充実する考えはないか。 

   ２．交通（自転車）について 

    （１）2026年４月１日からの法改正により、自転車に絡む交通ルールが変更となるが、本市

の対応について伺う。 

      ・多文化共生の観点から外国人に向けた指導・支援策について 

      ・高齢者や自転車愛用者に向けた支援策について 

    （２）自転車通学生や児童・生徒への対応について伺う。 

  福田清宏君 

   １．高齢者の支援対策について 

    （１）物価の高騰等に対応し、「ゆとりある生活」を送っていただくために、本市独自の取

組みとして、「国民年金受給者に給付金の支給」は、出来ないか伺う。 

   ２．空き地等の除草について 

    （１）空き地等に生い茂る雑草の除草の相談に対する市の対応と施策について伺う。 

    （２）空き地等の除草について、生活環境の整備や美化運動の一環として、自治公民館やま

ちづくり協議会等と合議の上、必要経費を支給し、この経費は土地所有者の固定資産税

と共に請求する形をとる「（仮）美化条例の制定」は出来ないか伺う。 

    （３）西薩中核工業団地の公園周辺の除草は、どこの部署が担当し、どの様な形で行なわれ

ているか伺う。 

   ３．公園の整備について 

    （１）かもめ公園ソフトボール場は、以前、土砂が固くなってきたことから土砂を入れ替え

て整備して頂いたが、再度の改良整備は出来ないか伺う。 

   ４．案内板の設置について 

    （１）多目的グラウンドや総合体育館における催しを周知するために、県道からの入り口や

グラウンド・体育館の入り口等の自動車からの見通しの良い場所に、案内板の設置

は出来ないか伺う。 

   ５．中国風庭園「冠嶽園」の改築について 

    （１）先だって、お尋ねした「冠嶽園」の游歩廊（展示室）と八蓬閣の接合部の柱や壁の改

築計画の進捗状況について伺う。 

――――――――――――――――――――――――――――― 

 本日の会議に付した事件 

  議事日程に同じ 

――――――――――――――――――――――――――――― 
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本会議第３号（１２月１２日）（金曜） 

 

 出席議員  １４名 

     １番  西   美 香 君       ８番  江 口 祥 子 君 

     ２番  二井谷 友 希 君       ９番  東   育 代 君 

     ３番  福 山 修司郎 君      １０番  濵 田   尚 君 

     ４番  奥 吉 拓 郎 君      １１番  竹之内   勉 君 

     ５番  竹 中 ひかり 君      １２番  原 口 政 敏 君 

     ６番  西 田 憲 智 君      １３番  福 田 清 宏 君 

     ７番  吉 留 良 三 君      １４番  松 崎 幹 夫 君 

――――――――――――――――――――――――――――― 

 欠席議員   なし 

――――――――――――――――――――――――――――― 

 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 

局       長  石 元 謙 吾 君   主       査  神 薗 敦 子 君 

補       佐  岩 下 敬 史 君   主       任  宮之原   聖 君 

――――――――――――――――――――――――――――― 

 説明のため出席した者の職氏名 

市       長  中 屋 謙 治 君   農 政 課 長  久木田   聡 君 

副   市   長  出 水 喜三彦 君   健 康 増 進 課 長  久 保 さおり 君 

教   育   長  相 良 一 洋 君   子どもみらい課長  久 德 和 久 君 

総 務 課 長  長 畑 正 博 君   長 寿 介 護 課 長  松 﨑 知 人 君 

企 画 政 策 課 長  山 﨑 達 治 君   産 業 立 地 課 長  大 平 博 喜 君 

財 政 課 長  神 薗 正 樹 君   水 産 商 工 課 長  榎 並 哲 郎 君 

教 育 総 務 課 長  吉 永 康 彦 君   学 校 教 育 課 長  西 村 喜 一 君 

消   防   長  上 夷 征 史 君   まちづくり防災課長  宮 持 大 作 君 

福 祉 課 長  田 中 俊 二 君   市 民 生 活 課 長  西久保 敏 彦 君 

都 市 建 設 課 長  吉 見 和 幸 君   ス ポ ー ツ 推 進 監  芹ケ野 幸 淑 君 

――――――――――――――――――――――――――――― 
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令和７年12月12日午前10時00分開議 

 

 

   △開  議 

○議長（松崎幹夫君） これから本日の会議を開き

ます。 

────────────── 

   △日程第１ 一般質問 

○議長（松崎幹夫君） 日程第１、一般質問を行い

ます。 

 これより、通告順により順次質問を許します。 

 まず、吉留良三議員の発言を許します。 

   ［７番吉留良三君登壇］ 

○７番（吉留良三君） おはようございます。一般

質問２日目になりました。 

 私５点ほど通告に従って、市長の見解をお聞きし

たいと思います。 

 市長が２期目に当たられます。４年間をどのよう

な理念、政策で進められるかということについて、

再確認を含めて、お伺いしたいと思います。 

 市長もこれまで、４年間、また、選挙期間中も市

民の声を聞き、生活実態も見てこられたと思います。

私もこれまで様々意見を伺い、地域の実情を確認し

てきたところですが、総じて、市民の皆さん、生活

の苦しさが増していると思いますし、苦しさを訴え

られます。これは30年来のやっぱり低賃金政策がボ

ディーブローのように効いてきて、それに加えて、

異常な物価高で多くの市民や地域全体を覆っている

ように思います。 

 先日の新聞でも10か月連続実質賃金はマイナスと

報道されました。政治は一番困っている方に何がで

きるかは本質的な命題であると考えます。 

 それらも併せ、今後４年間市政をどのようにかじ

取りされようとしているのか、基本的な考えについ

て二、三伺います。 

 まず、一つ目は、市長１期目から口にされており

ます「小さくてもキラリと光るまちを目指す」とい

うことで述べられておりますが、具体的にどのよう

なイメージをして、４年間を導かれるのかお答えく

ださい。 

 以上、壇上からの質問にさせていただきます。 

   ［市長中屋謙治君登壇］ 

○市長（中屋謙治君） おはようございます。吉留

良三議員の御質問にお答えをいたします。 

 私は、２期目の市政運営に当たり、スローガンと

して「ワクワクするまちづくり2.0」というのを掲

げさせていただきました。これは１期目で進めてま

いりました人と経済の流れをつくる取組、例えば、

三つの無償化によります子育て支援の充実や、準備

区域として整理をされました洋上風力発電計画、こ

れらを土台として、それらをさらに進化させていく

という思いを込めたものであり、現状維持ではなく、

未来へと発展させる２期目のまちづくりの方向性と

して示させていただいたものであります。 

 その上で、「小さくてもキラリと光るまち」とい

う言葉には、我がまちは人口規模、まちの規模、決

して大きくありません。小さくても、市民の皆様が

このまちに誇りと愛着を持って、そして、本市の強

み、特性を磨き上げ、人や物がきらりと輝き、市外

の方からも注目される、いわゆる存在感のあるまち

をつくりたいという思いを込めたものであります。 

 具体的には三つの無償化によります経済的支援や

妊娠期から子育て期まで切れ目のない包括的支援の

充実、学童保育や療育支援、体育館への空調設置な

ど、安心して子どもを育て、学び、成長できる環境

整備を進め、長崎鼻公園のリニューアルといった家

族や地域の思い出づくり、そういった空間づくりを

通して、このまちで暮らしてよかったと実感でき、

誇りと愛着を持てるような取組を進めてまいりたい

と考えております。 

 また、洋上風力発電計画の実現によります新しい

産業の創出、雇用の創出をはじめ、安茶工業団地の

造成や串木野駅周辺開発、さらには沖ノ浜の利活用

など、本市ならではの資源と強みを生かしながら、

外から見ても魅力と可能性を感じる、そういったま

ち、そういった価値をつくり出していきたいと考え

ております。 

 これからも市民の皆様にとって、誇りと愛着の持

てるまち、外から見ても魅力と存在感のあるまち、

そういったまちを目指し、「ワクワクするまちづく
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り2.0」というのを起動させ、「小さくてもキラリ

と光るまち」、その実現に向けて誠心誠意取り組ん

でまいりたいと考えております。 

○７番（吉留良三君） 今お答えいただきました。 

 私はそういう小さなまちでも愛着を持っていける

まちというのは大事だと思いますが、ただこの際に

やっぱり忘れていけないのが私たちの暮らしのこと、

足元の暮らしのことを含めてしっかりと押さえなが

らやっていくべきじゃないかと思います。 

 これまで、衣食足りて礼節を知るという言葉があ

りますけれども、まず市民の皆さんの生活に支障が

ないのか、お聞きしたことを二、三紹介しながら、

また、見解を伺いたいと思います。 

 市民の皆さんからは、とりわけ国民年金生活者を

中心に苦しさを訴えられます。高齢者の職探しや免

許返納による交通手段確保もあります。買物難民は

中山間地のみでなく、市街地でも、とりわけ周辺部

でも多く聞かれました。 

 低年金での生活苦です。今は２人で何とかやって

いるけれども、１人になったらどうなるかと不安を

述べられます。70代で働いているけれども、元気に

働いているけれども、物価高と介護保険料が上がる

し、本当にこれから先どうなるかという不安を述べ

られます。 

 土地に絡む不満もあります。小さな畑があって、

野菜など作ってきたけど、高齢で野菜も作れない。

逆に草刈りや税金などが負担になってきている。農

振地域に土地があるけど手がつけられない。今後、

県外の子や孫の負担を考えるとやりきれない。 

 買物難民の問題です。バスが通らなくなり、病院

や買物が不便だ。いきいきタクシーも帰り便がなく

て、往復2,000円かかる。交通難民は本当に中山間

地だけでもなく、街なかでも聞きます。これはやっ

ぱり根本的には経済的問題が背景にあって、こうい

う不満になっているんじゃないかなあと考えます。 

 私はそんなに市民全体のことをお聞きしたわけじ

ゃないんですが、一部かもしれませんが、今訴えら

れる苦しさが政府統計でも確認できるように思いま

す。統計によれば、30年の低賃金政策から労働分配

率が最低になってきた。税負担、社会保障料負担は

46％になってきた。エンゲル係数は高齢世帯平均で

30％を超えた。高齢者の低栄養傾向も指摘されて、

65歳から69歳では男性が８％、女性は26％、85歳以

上になると男女ともに４人に１人ほどが低栄養傾向

とされて、転倒骨折の可能性も高まっています。 

 高齢者の万引き犯罪は世代最多だそうです。そし

て主に1,000円台の食品窃盗だそうです。この事実

は何を物語っているのかというのを私たちは押さえ

なきゃいけないんじゃないかと思うんです。やっぱ

り生活苦に起因しているんじゃないかと考えます。 

 さらに、死亡原因でもそうだそうです。結局、受

診できなくなった。苦しいから受診しない場合が多

くなった。死因が分からないことが多くて、異常所

見とされるそうですが、高齢者は老衰とされるそう

です。老衰の増加が著しくて、2000年に２万1,213

人だったものが24年には20万6,882人と10倍になっ

たそうです。これが政府統計です。これは高齢化が

進んだことだけが理由なんだろうかと思います。 

 市長も様々、意見を聞いておられると思うんです。

いかがでしょうか。こういう市民の生活の実態を把

握しておられるかどうか、お聞きしておられるかど

うか、どのような感想を持たれるか、お答えくださ

い。 

○市長（中屋謙治君） 私もこの間いろんな形でも

って今おっしゃいますような、特に物価高、これに

苦しんでいるんだとこういう声はたくさんお聞きい

たしております。 

 当然、本市のできることをやっていかなければな

らないわけでありますが、本市だけではなかなか難

しい。これは国、あるいは県と連携しながら一緒に

取り組む、そういうことで、そして、構造的な問題

もあろうかと思っております。なかなか一朝一夕に

はいかない、そういう問題ではございますけれども、

先ほど様々なデータをお示しくださいましたけれど

も、まさに高齢者の皆さん方が厳しい現実に直面さ

れているんだなと、そういうことでございますが、

本市の相談窓口、あるいは関係機関での声を聞きま

すというと、そのことを私も実感をするところでご

ざいます。まさにおっしゃるとおりだと思っており

ます。 
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○７番（吉留良三君） さっき述べましたけれども、

高齢者の生活実態、やっぱり一部の富裕層を除いて

統計にあるように政治の光が遠のきつつあるんじゃ

ないかと私は思います。エンゲル係数における高齢

者の高さ、高齢者の低栄養傾向、万引きが増えてい

る世代、それから、死亡原因は老衰が増えている。

これは市長がおっしゃったとおり、確かに構造的な

問題と私も思います。30年間のやっぱり政府の政策

の結果としてこういう異常な社会がつくられている

と私は思います。それらを含めて、ただ、やっぱり

言われるように、市でできることを何ができるかと

いうのをやっぱりしっかりと現状を押さえながら対

応できることをやり、そして、県や国に申し上げる

ことをまた申し上げて改善させていくというのも大

事なことじゃないかと思います。 

 そこで、今、市長も様々聞いていらっしゃると思

うんですけど、例えば、福祉課がこういう課題をつ

かんでいますよね。担当から市長がお聞きになると

思うんですけど、例えば社協の生活支援事業もあり

ますね。何か生活支援事業を最近聞きますと、物が

集まらなくなっている。何かインスタントのやつを

１個ずつしか分けられないとか、そういうことも、

それもやっぱり市民の生活の状況を含んでいるんじ

ゃないかと思います。その辺のことを福祉課とか社

協とか、そういうところの事情も聞いておられます

か。 

○福祉課長（田中俊二君） ただいまの御質問につ

いてでございますが、社会福祉協議会のほうで生活

支援の物資について、生活困窮者に対して、配布し

ているところですが、やはりなかなかそのものが集

まってきていないという状況で、配れるものが少な

くなってきているという状況は聞いているところで

あります。 

 また、この生活に苦しい困窮者の相談件数も年々

増えております。福祉課のほうが一応窓口になって

いるんですが、今年度で、11月時点で41件です。こ

れは高齢者以外も含めますが、多くが高齢者となっ

ております。 

 昨年度と同時期で比較しますと11件増加ですので、

年々こういった生活に困窮している方の相談件数も

増えてきている状況であります。 

 中身はもう個々でいろいろ内容が異なるんですが、

どちらかというと、最近はやはり複雑化、複合化し

たような問題が増えてきており、関係各課、また、

社会福祉協議会、いろんな部局と対応していきたい

と考えております。 

○７番（吉留良三君） 今お答えいただきました。

ぜひその辺の観点をしっかりと押さえながらやって

いただきたいと思います。 

 次に、行きます。 

 もう１点は生活環境の整備です。市長の公約にあ

るようなＪＲ東口問題、沖ノ浜のレジャーゾーン問

題だけでなく、今ある課題の解決も欠かせないんじ

ゃないかと考えます。 

 例えば、長崎鼻公園の再開発問題がスタートしま

した。しかし、一方で、市内の公園は結構雑草が生

い茂っています。子どもたちが蹴ったボールは草む

らに沈んでいます。ストレッチに来た人も草むらの

中です。トイレの鍵がきつくて開けにくい。これは

選挙期間中にちょっと見聞きした分なんですけど、

そういう問題。さらに、串木野ダムの近くにある小

水林間公園ですね。これは山があり、川のせせらぎ

があり、遊具も草スキーもできる。夏場は海だけで

なく、涼しい川べりの公園を好むという方もいらっ

しゃいます。これは活用してほしいという意味です

が、今回、冠岳再開発とも切り離せない材料だと思

うんですが、これらの利用もぜひ考えてほしいと思

います。 

 大規模事業と生活周辺整備、環境整備、住みたい

まちにするためにはおろそかにしていけない課題で

はないかと思うんですが、いかがでしょうか。 

○都市建設課長（吉見和幸君） 現在、都市公園な

どの管理につきましては、指定管理により36か所を

石原建設に、３か所をまちづくり協議会に委託して、

管理をしていただいているところでございます。 

 公園内の草払い業務の頻度につきましては、年５

回を目安とし、常に使用できる状態を保つこととし

ており、指定管理者から利用者に対しまして、行事

予定などを確認し、各公園の事情に合わせて作業を

行っている状況でございます。 
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 また、公園内にあるトイレ清掃の頻度につきまし

ては、週１回とし、常に清潔に保つこととしており、

施設の破損などにつきましては、指定管理者から報

告を受け、市で修理を行っており、鍵の調整など軽

微なものにつきましては、指定管理者と市が協議を

行い、対応をしております。 

 今後も各公園の事情に合わせて作業を行うという

ことを努めてまいりたいと思っております。 

○７番（吉留良三君） 指定管理の問題はこれまで

もいろいろお聞きしましたし、予算の関係とかいろ

いろ様々あるとは思うんですが、やっぱり、みんな

がみんな長崎鼻に行けるわけではないし、朝晩の近

くの公園で子どもたちと遊ぶというのも大事ですし、

夏場の暑くて使えないということもあったかもしれ

ませんが、そういうことも含めて、やっぱり身近な

生活環境の整備というのは大事な課題だと思います

ので、大きな夢も描かなきゃいけませんが、そうい

う足場の問題、足場といいますか、周辺の問題もぜ

ひしっかりと環境管理をしていただきたいと思いま

す。 

 私はやっぱり今住んでいる人、働いている人、老

若男女が現在の暮らしに少しでも満足感を持てるこ

とが一番じゃないのかと考えます。それなしに未来

の人、移住希望者にきらりと光るはずがありません

し、老若男女等あらゆる地域に光が当たらないと、

住みたいまちにならないんじゃないかと考えます。 

 ここに、12月１日の南日本新聞の記事があります

が、いちき串木野でも事業展開をしておられる中迎

聡子さんが書いておられますが、たまたまこういう

記事が出たんですけど、「最近未来という言葉が目

につくがどこか焦りを感じる。言葉で未来を語る前

に私たちは今をどう生きるかを問わなければならな

い。未来は足元にあります」と書いてあります。だ

からこういうのを含めてしっかりと私たちはいま一

度足元も含めて、見直しながら、住みよいまちづく

りをしなきゃならないのかなあと思います。 

 次に行きます。二つ目であります。 

 地産地消、地域循環型経済による地域経済の振興

についてです。 

 やっぱりこれも30年間に及ぶ低賃金政策で格差社

会になって、地方のお金が回らなくなった。このこ

とで、やっぱり地方のお金を何度も何度も循環させ

る仕組みをつくるしかないかなと思うんですけれど

も、私も７年前に地域循環型経済が大事じゃないか

ということで申し上げました。 

 当時の市長は、縮小される社会で地域循環型経済

の推進は非常に大事で同感であると。地域からは域

外から消費を呼び込むふるさと納税など成果を上げ

ている。食料品の域内生産と調達、そして、域外消

費を取り込む施策を取り組むと回答されました。そ

れに沿ってやられてきていると思うんですけど、こ

れからの４年間でも重要な政策の柱で間違いないと

思うんですが、これまでとこれからについてどう考

えるかお答えください。 

○農政課長（久木田 聡君） 地域循環型経済の推

進についてであります。 

 地域外への所得流出を抑制するための地産地消に

よる地域内調達や地域資源を活用した食品加工によ

る地域外消費の取り込みといった地域循環型経済の

構築、これは大変重要な取組であると認識している

ところであります。 

 地産地消の取組につきましては、従来から直売所

での農林水産物販売、それから、学校給食での地元

産野菜、米の活用など、推進に努めているところで

あります。 

 また、地域農産物の活用については、酒造会社へ

の焼酎用カンショや梅酒用の梅栽培など、食品産業

との連携が図られているところであります。 

 加えまして、二次産業の農林水産加工品におきま

しては、さつま揚げ、焼酎、ハム製品などの本市特

産品が全国に向けて販売され、地域外の消費を取り

込むとともに、ふるさと納税におきましても、農林

水産品及び農林水産加工品が多く購入され、食のま

ちいちき串木野の発展に寄与しているものと考えて

いるところでございます。 

 こうした地域内で農林水産物を循環させる地産地

消と地域外からの消費を呼び込む食品産業への原料

提供などをより一層推進することで、食のまちいち

き串木野の特色を発展させ、地域循環型経済の好循

環を生むことを目指してまいります。 
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○７番（吉留良三君） 様々そういう取組が進んで

いるとは思います。 

 そしてさらに今度、提案というか、紹介されまし

た川上での新たな事業展開もそういう方向かなと。 

 だから、空き校舎問題とか含めて、そういう取組

をぜひ進めていただきたいと思います。 

 やっぱり、ＬＭ３という手法があるんですけど、

100万円の投資を３回（３巡）させたら、80％で域

内で500万円、60％しかなかったら250万円という半

分の事業だそうです。そういうことを含めて、徹底

的に地域循環に向けた取組をしていただきたいと思

いますし、７年前、住宅リフォーム事業で、４年間

で1.3億円補助したよと。そして、12億8,000万円の

経済効果があったよという報告がされたんですが、

これもより地域内での調達を含めた取組が大事じゃ

ないか、そういう観点で、今後もぜひ地域循環とい

う観点からの事業展開をより一層様々な場面で進め

ていただきたいと考えます。 

 これで何かありますかね。 

○農政課長（久木田 聡君） 地域内でのお金の循

環をすることに伴う乗数効果、地域貢献の効果を高

める取組についてであります。 

 地域資源を活用いたしまして、地域内での農林水

産物を循環させる地産地消、それから、地域外から

の消費を呼び込む食品産業への原料提供などによる

地域循環型経済をより一層推進するということで、

先ほど言いました、食のまちいちき串木野の発展、

特色を発展させていくことが、地域貢献効果を高め

るものと考えているところでございます。 

 また、ふるさと納税、本市は、農林水産品及び農

林水産加工品が多く購入されておりますけれども、

ふるさと納税の返礼品、こちらは、付加価値の50％

以上を地域内で創出することが出品の基準となって

いるところでございまして、こうした地域資源を活

用した返礼品を、出品も多く促進していく、これが

地域貢献の効果を高めていくということで取り組ん

でいきたいと考えているところでございます。 

○７番（吉留良三君） なお一層その観点から進め

ていただきたいと思いますし、さらに、これもかね

て申し上げていることですが、ＪＲ東口問題とか沖

ノ浜のレジャーゾーンなどが新たな開発として、誘

客を目指して始まろうとしているんですが、私はや

っぱり付加価値をどうつけるかという観点で、循環

型経済の観点からしっかり考えるべきじゃないのか

なと考えます。 

 例えば、総合運動場来場者を高速インター入り口

を越えて、市内に誘客する。沖ノ浜のレジャーゾー

ンができたら、季楽館や海の家としっかりと連携し

て、そこに寄ってもらって帰ってもらうというか、

そういう観点を含めて大事じゃないかと思うんです

が、その辺の観点はどうでしょうか。 

○農政課長（久木田 聡君） 市外来訪者への付加

価値構築についてであります。 

 今ありました総合運動場や総合体育館等への市外

からの来訪者がすぐに帰らず、本市で飲食や消費を

楽しんでいただくことは、地域内の消費拡大につな

がる重要な取組だと認識しているところであります。 

 なお、季楽館やえびす市場の直売所につきまして

は、市内外から多くの方に利用していただいており

ます。令和６年度のレジ通過件数で申しますと、季

楽館で約４万7,000人、えびす市場で約19万5,000人

に御購入いただいているところであります。 

 季楽館においては、12月から３月のかんきつの時

期、えびす市場においては、年間を通じた食堂の利

用において市外からの来客が多いというようでござ

います。 

 加えまして、それぞれがイベントによりまして、

誘客を図っているというところがあります。 

 今後、取り組んでいきます串木野駅東口開発や沖

ノ浜レジャーゾーンなどの新たな開発事業におきま

しては、御提案ありました、誘客するだけではなく

て、市外来訪者による地域内消費の拡大を図る、こ

ういったことを意識した施策展開が必要であると考

えているところでございます。 

 季楽館やえびす市場等との連携強化を図り、来訪

者が本市により長く滞在し、直売所や飲食店の利用

につながる観光誘客の考え方による、地域循環型経

済に引き続き取り組んでまいりたいと考えておりま

す。 

○７番（吉留良三君） すいません、先ほどの海の
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家と申し上げました。えびす市場でした。ごめんな

さい。 

 次に、少子高齢化対策であります。 

 人口減少の芽が出てきたと市長も評価されますし、

そういうことだと思うんですが、少子化対策の課題

は、若者、女性定着で、究極的な解決策の一つは、

仕事、良質な仕事の確保であることは誰も否定でき

ません。 

 企業誘致はもとより、循環型経済の構築や行政も

非正規雇用の改善や必要な人員の確保などでその責

任を果たして、しっかりと対策を進めなければなら

ないと思います。 

 加えて、市長も触れているとおり、女性の地方で

の生きづらさの問題です。これも当事者アンケート

調査に明白で、政府も含めて社会の共通認識となり

つつあります。 

 男女共同参画推進条例もできました。条例の具現

化を含めて、今後の方向性を問いたいと思います。 

○市長（中屋謙治君） 男女共同参画の今後の方向

性ということでありますが、地域社会、あるいは経

済活動における女性の活躍が求められております。 

 現代社会において魅力あるまちづくり、このこと

は極めて大事だと思っております。 

 本市はこれまで男女共同参画推進計画に基づいて、

意識啓発、女性が働きやすく子育てしやすい環境づ

くりなど、こういった取組を進めてまいりました。 

 しかしながら、令和４年に市民アンケートを実施

いたしております。そのアンケートによりますとい

うと、社会通念や慣習、集落や地域社会において、

やはり男女の不平等感というのが根強く残っている。

こういうことが市民アンケートの中で出されており

ます。 

 今年４月、男女共同参画推進条例を制定して、共

同参画の理念、市全体で共有し、これを進めていく、

このことが極めて大事なことであろうと思っており

ます。 

 今回、私はマニフェストの中にも少し触れさせて

いただきましたが、若者や女性が地方で、地元で活

躍する、そのためにはやはり意識の変革というのが

求められる、そういう段階に来ていると思っており

ます。いわゆるアンコンシャスバイアスというんで

すか、この解消。あるいは男性も子どもが生まれた

ら育児休業、一緒に育児をするんだという、そうい

う男性の育児休業取得促進など、そういった男女と

もに働きやすい職場づくり、そういった市民、事業

者の意識改革が図られるよう、これから取り組んで

いかなければならないなと思っております。 

 これからも市全体で男女共同参画推進して、誰も

が活躍できる、そういったまちづくりを進めていか

なければならない、このように思っております。 

○７番（吉留良三君） 昨日も同僚議員の質問に対

して、女性の働きやすさとか、切れ目のない育児、

子育て支援とかということがありました。それはそ

れだと思います。 

 ただ、私はやっぱり切れ目のない支援で果たして

本当にこの少子化社会が止まるのかなあという気が

します。 

 やっぱり親御さんの気持ちからすると、今のよう

な社会の中で、年金があったろかいと、もう一般的

に言われるような中で、やっぱり生涯を通して生き

ていけるというか、生活が見通せない中でなかなか

それだけではという思いがします。 

 ですから、究極的な解決策はと申し上げましたが、

良質の仕事の確保ではないかと考えます。 

 例えば、だから、おっしゃるように市でできるこ

と、いろいろ限界もあるかもしれませんが、今日の

実は農業新聞に、労働者協同組合のことがまた書い

てありました。とりわけ農業新聞ですから、田舎の

困りごとに若者も含めて、意欲を持って、働きがい

を持って仕事ができるのは一つは労働者協同組合、

３年目になりましたが、かなり増えているそうです。

例えばそういうことも少しやっぱり、市でも、どの

程度されているか分かりませんが、研究し、やっぱ

り、周知しながらこういうこともできるよというこ

とで、ＮＰＯ何かと違って、手続がある意味で簡単

ですし、法人化されて税制上も優遇されるわけです

から、好きな人といいますか、気心の合った人と働

けるわけですから、そういうことも含めて、もっと

もっと。これまでも回答されていますが、進めてほ

しいし、広報含めて、それから、キャリアアップの
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支援とか、できることを最大限やりながらそういう

良質な仕事、市の責任もさっきからいつも申し上げ

ていますから、も含めて、しっかりとやって、仕事

の確保をする、そして、女性が働きやすく、生きづ

らさを解消する、そういうことじゃないかと思うん

ですが、こういう観点からどうでしょうか。 

○市長（中屋謙治君） 確かに良質の働く場という、

このことは大事であります。そのために企業誘致で

あったりとか、先ほどキャリアアップ、そういう形

で今取り組んできているところでありますが、もう

一つ、やはり、地方の生きづらさ、息苦しさという

のが今指摘をされております。このことを我々はも

う一度、足元をしっかりと見詰めて、旧来の価値観、

これの押しつけであったりとか、あるいは男女の性

別の役割分担意識、ここら辺をいま一度、見直して、

そして、一歩一歩解決をしていく、このこともやは

り地方に女性が、若者が残る大事なことじゃないの

かなと思っております。このことを今回マニフェス

トにも少し掲げさせていただきました。これに取り

組んでいきたいと思っております。 

○７番（吉留良三君） また、これからもやり取り

をさせていただきながらよりよい方向で、解決でき

ればと思います。 

 最後に、外国人との共生についてであります。 

 11月26日の全国知事会で、多文化共生社会実現を

目指す共同宣言が承認され、各県トップから賛同の

多くの意見が相次いだと報道されました。 

 全国の企業で外国人材の受入れが活発化している

中、多文化共生プロジェクトのリーダーを務めた静

岡県知事は、排他主義、排外主義を強く否定します。

感覚的ではなくて、根拠に基づいて冷静に議論を進

め、全ての方が安心して暮らし、活躍できることを

明言いたしますと発言されました。 

 会議では外国人が適切にルールが理解できるよう

に環境を整備していくことや、外国人に関わる情報

発信を国に求めていくことなどが承認されておりま

す。 

 本市でも、外国人との共生はますます重要になっ

てきていると思います。先日も外国人なしにはもう

企業がなっていかないんだということも説明を受け

ましたが、外国人受入れの現状と課題についてお伺

いします。 

○企画政策課長（山﨑達治君） 外国人受入れの現

状等についてであります。 

 本市の外国人住民は令和７年10月末現在で528人

となっており、その約７割が特定技能や技能実習生

として市内の事業所で働く外国人労働者であります。 

 外国人の人数は増加傾向にあり、今後も人手不足

を背景に増加が見込まれるものと認識しております。 

 外国人の増加に伴い、住宅の確保や、医療のコミ

ュニケーション、食材確保、交通ルールや、ごみ出

しなど、生活上の課題も生じてきております。 

 さらに、家族の帯同が増加した場合等につきまし

ては、妊娠・出産、教育などへの対応も今後必要と

なってくるものと考えております。 

 また、令和９年度の導入が見込まれております育

成就労制度では、外国人労働者の転籍が容易となり

ますことから、賃金の高い都市部への流出が懸念さ

れます。市としましては、令和８年度に改定予定の

多文化共生プラン、こちらに合わせまして、外国人、

事業者、市民などの御意見、課題などを適切に把握、

整理しながら、外国人の雇用事業者や関係機関と連

携し、外国人と地域住民が安心して暮らせる環境づ

くりを進めていきたいと考えております。 

○７番（吉留良三君） 今お答えいただきました。 

 外国人と気持ちよく共生していける環境をつくる

ことが自治体の責務だと思いますし、生活支援や生

活相談体制を充実しながら、そして、日本語教育は

社会に溶け込み、共生実現する上で極めて重要だと

思います。 

 日本人も外国人もルールを守りながら、みんなが

共存できる社会づくりが２期目の重要な政策だと思

うんです。 

 今も説明がありましたが、２年後の育成就労の問

題、これで市長が言われたのかな、市内から転出し

ていく可能性もあるということで言われたと思いま

す。それで、そのときの説明にも神村学園以外の地

域交流があまりないと。それらを含めて、やっぱり

何らかの対応を強めながら、残ってもらえるという

か、いちき串木野市はいいところだからぜひ残って
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働きたいという方向を含めて、今後対応していくべ

きだと思うんですが、いかがでしょうか。 

○市長（中屋謙治君） 先ほど担当課長のほうから、

500人を超える外国人、その７割が製造業を中心に

働いていただいているという。今や本市の事業所が

外国の皆さん方がいないというと回らないという、

そういう実態であります。 

 そしてあと１年半しますというと、育成就労制度

が始まります。転籍が可能だという。そうしますと

いうと、賃金の高い地方と都市部となりますという

と、勢い賃金の高いほうに転籍をという。ですから、

あと１年半しますというとそういう状況が出てくる

んじゃないのかなと。まさに私はもう危機感を持っ

て、そのことを備えなければいけないと思っており

ます。 

 働きやすい職場、それは一義的には事業者の皆さ

ん方が考えていただくという、こういうことであろ

うと思いますが、我々がもう一つ大事な部分は、生

活をする場、生活をするいちき串木野市が住みやす

いまちだ、満足感がある。ただ、住まいと職場を往

復して、数年過ごしてという、そういう形では、や

はり、外国人に選ばれるまちにはならないと思って

おります。 

 そこには地域の皆さん方との触れ合いであったり、

つながりであったり、日々の生活の中での満足感、

これを我々はしっかりと提供しなければいけない。

おっしゃいますように、その前提となります日本語、

足りない部分について我々のほうが日本語教育、ど

ういう形で、お手伝いができるのか、このことを含

めてしっかりと、あと１年半しかありません。です

から、このことに危機感を持って対応しなければ大

変なことになる。私はそのように思っております。 

○７番（吉留良三君） 今おっしゃったとおりだと

考えます。 

 市内の企業の存続を含めた大きな問題になる可能

性がありますので、ぜひそれらを含めて、しっかり

と対応しながら、まさに共存、外国の方々と共生共

存できる、気持ちよく共生共存できる仕組みづくり

を求めておきたいと思います。 

 それで、市長もぜひ、こういうことも市内外含め

て発信していただきたいと考えます。 

 以上、５点ほど申し上げました。 

 私は、やっぱり根本にあるのは、今の低賃金と少

子高齢化で、とりわけ中山間地を中心に、社会が、

そのものが壊れ始めているような気がしてなりませ

ん。それをさせないためにも、しっかりと市とも連

携しながら、しっかり議論しながら、このまちを守

っていくという観点でまたこれから具体的には議論

を重ねていきたいと思います。 

 今日の質問はこれで終わります。 

○議長（松崎幹夫君） 次に、二井谷友希議員の発

言を許します。 

   ［２番二井谷友希君登壇］ 

○２番（二井谷友希君） 皆様、こんにちは。この

たび当選をいただきました。初登壇いたします日本

共産党の二井谷友希と申します。 

 自然豊かで皆さんの人柄が温かいいちき串木野市

にひかれ家族で移住をしてきました。ここに住み続

けたい、子どもによりよい環境を手渡したい、より

よい生活をつくっていきたいという思いで立候補い

たしました。 

 選挙では、女性が住み続けたいと思えるまち、誰

もが尊厳が守られる福祉のまちづくり、子育て世代、

若者、子どもの声を真っすぐ届ける環境と安心安全

を守るまちづくりという四つの柱を訴えました。今

後は議員としてこの四つの柱の実現のため活動し、

市民の皆さんの声を議会に届けていきたいと思いま

す。 

 また、声を上げられない方たちの存在を忘れず、

見えないものとされている問題や困難を創造し続け、

活動していきます。 

 至らない点も多々あるかと思いますが、御指導、

御鞭撻のほどよろしくお願いいたします。 

 それでは、質問に入ります。 

 まず、初めに、本市における女性支援についてで

す。 

 本年度実施をされました「みらいトーク2025」で

は、本市において20代、30代女性人口が急減してい

る実態が取り上げられました。 

 全国でも、地方から若年女性が都市に流出する問
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題は、テレビでも特集が組まれ、大変話題となりま

した。 

 20代、30代の人口移動を都道府県別で見ると、こ

の10年間で全国33の道府県で男性より女性が多く流

出し、鹿児島県全体では、女性は男性の2.1倍とな

っており、これは全国でも２番目に高い数字となっ

ております。 

 番組では、地方を離れた女性たちの声が紹介され、

女性の支援というと、子どもを産む前提の支援ばか

り、女性を産む機械だと思わないでほしい、女性の

役割を押しつけないでほしいという声が上げられま

した。 

 本市の「みらいトーク2025」では、少子化の原因

として、若年女性の流出を挙げられました。目を向

けるべきは、まず、なぜ女性が流出しているのか、

本市で女性たちが生きづらさを抱えているのではな

いか、なぜ生きづらさを感じているのかということ

であり、市として少子化になるから若年女性支援を

しようという姿勢は誤りだと思います。女性の人権

擁護の観点から課題を解決していく姿勢が必要では

ないでしょうか。 

 若年女性と出生率や人口増加を絡めた政策や考え

方自体がむしろ女性が息苦しさを感じ、都市に流出

する大きな一つの要因になるのではないかと思いま

す。 

 以上を踏まえまして、本市における女性支援の現

状について市長の認識をお伺いいたします。 

 以上、壇上からの質問といたします。 

   ［市長中屋謙治君登壇］ 

○市長（中屋謙治君） 二井谷友希議員の御質問に

お答えいたします。 

 女性支援の現状についてということであります。 

 これまで本市では、男女共同参画基本計画に基づ

いて、男女共同参画基礎講座や女性活躍セミナー、

こういったものを開催し、男女共同参画の普及啓発

に取り組んでまいりました。 

 また、保育園の無償化、あるいはイクボス企業応

援助成金制度の創設などに加えて、今年度からは、

女性活躍推進事業などによって、多様な働き方を支

援し、女性が働きやすく、子育てしやすい、そうい

った環境整備に取り組んできております。 

 こうした取組により、保育園の入園者の数が増え

たり、デジタルを生かした多様な働き方につながる

など、一定の成果があったものと考えております。 

 一方で、先ほども少し述べましたが、令和４年度

に実施した市民アンケート結果では、社会通念や慣

習、公民館などの地域社会において、男女の地位の

不平等感が依然として根強く残っている、こういっ

たことが市民アンケートで出されております。 

 人口減少が避けられない中、将来にわたり活力あ

る地域社会や経済を維持していくためには、若者、

女性が活躍できる、いわゆる男女共同参画社会の実

現が重要であると考えております。 

 男女共同参画のさらなる推進を図るため、令和７

年、今年４月に男女共同参画推進条例を制定いたし

ました。 

 地域、職場における男女の不平等感やアンコンシ

ャスバイアス、生きづらさの解消、こういったもの

に向けて、今年度、男女共同参画審議会を設置いた

しております。ここで幅広く検討していただく、こ

ういうことを考えております。 

 これからも、誰もが自分らしく活躍できる環境づ

くりに粘り強く、そして、継続的に取り組み、多様

な価値観に寛容な地域社会を形成する、こういう考

え方で、若者、女性に選ばれる魅力あるまちづくり

を進めてまいりたいと考えております。 

○２番（二井谷友希君） アンケートを取りまして、

それに基づき、アンコンシャスバイアスの啓発など

いろいろと取り組まれてきたということですが、再

度申し上げておきますが、少子化対策として女性の

人口減少率の増減を示しまして、子どもを産まない

女性にまるで非があるかのように関連づけることは

大変問題であると言っておきたいと思います。 

 当事者が不在でない、いかに女性主体の取組にな

るかということを今後意識していただき、政策につ

なげていただきたいと思います。 

 では次に、困難な問題を抱える女性への支援に関

する法律についてお伺いいたします。 

 また、法律名が長いため、これ以降は女性支援法

とさせていただきます。 
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 女性の生きづらさ、女性が抱える問題は、可視化

されづらい問題として、さらに近年多様化、複雑化、

複合化したことにより、女性支援法制定以前に行わ

れていた婦人保護事業と支援の実態に乖離が生じ、

その上、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で支

援を必要とする女性が増えているにもかかわらず、

支援につながらないといった実態が浮き彫りになり、

2024年４月、女性支援法が施行されました。 

 この法律に関して、本市における現状の対応と今

後の取組についてお伺いいたします。 

○総務課長（長畑正博君） 困難な問題を抱える女

性への支援に関する法律の施行による本市における

現状の対応と今後の取組についてであります。 

 県におきましては、令和６年４月の法施行に対応

するため、従来の支援対象であったＤＶ被害者に困

難な問題を抱える女性を加え、一体的に支援する体

制を現在構築しております。 

 現在本市においては、市民生活課の市民相談係が

市民の方からの全般的な相談窓口として対応してお

り、男女を問わず、相談を受けた際は、その相談内

容に応じた担当窓口へつないでおります。 

 なお、ＤＶについては、子どもみらい課が中心と

なり、県の代表的な支援機関である女性相談支援セ

ンターや、男女共同参画センターをはじめ、警察や

関係機関とも連携して対応しているほか、国が定め

ております毎年11月12日から25日の女性に対する暴

力をなくす運動期間に合わせ、広報紙において相談

窓口の広報を行っているところです。 

 本市におきましても、法の施行を踏まえ、ＤＶの

みならず、多様化する女性の相談ニーズに応えられ

る体制の整備に努めてまいります。 

○２番（二井谷友希君） いろいろ県とのＤＶ被害

者の対応ですとか、本市の市民生活課で相談を承っ

ているということですが、少し待ちの姿勢だと感じ

ます。女性支援法では市町村の支援の責務が初めて

規定されたことが画期的でした。市民の一番身近な

支援者となり得るのが市町村だと思います。ぜひ本

市でも基本計画の策定をしまして、その計画づくり

のために、地域の女性や支援の実態を積極的に把握

し、当事者や支援機関団体とともに、自治体の支援

の課題を明らかにしていっていただきたいと思いま

す。 

 女性支援法に関しまして、本市における具体的な

課題として、現在本市では、女性専用の相談窓口が

ないということが挙げられます。 

 例えば薩󠄀摩川内市では、女性相談員による女性の

相談事業が行われ、電話、ＬＩＮＥ、対面での相談

に応じています。 

 本市では相談先が一覧で記載されたカードがあり

ますが、串木野庁舎の女性トイレなどに設置され、

串木野健康増進センターや子どもみらい課、福祉課

など相談窓口複数か所紹介されておりますが、結局

どこに相談に行ったらいいのか分かりにくいという

実情があります。 

 また、今日の多様化、複合化、複雑化した女性が

抱える問題を理解し、一括で相談できる専門の相談

窓口が必要だと思いますが、いかがでしょうか。 

○総務課長（長畑正博君） 女性が安心して相談で

きる環境の整備が必要と考えております。 

 特に女性からの相談内容はデリケートで、複雑な

問題が多くあると聞いております。 

 本市では現在、ＤＶの相談窓口を子どもみらい課

に設置しているところでありますが、県の体制や相

談後の県との連携を踏まえ、今後、ＤＶの相談窓口

を困難な問題を抱える女性も含めた相談窓口に見直

すこととし、周知を図ってまいります。 

 なお、現在相談は、子どもみらい課の職員及び家

庭児童相談員で対応しております。 

 女性相談支援員の設置についてでありますが、他

の自治体においては、社会福祉士、臨床心理士とい

った専門資格を重視されている状況がありますので、

他市の事例も参考にしながら研究してまいります。 

○２番（二井谷友希君） 今、女性が安心して相談

できる窓口の必要性があるという認識、一致できた

ということはよかったと思います。 

 例えば、市役所の窓口に相談に行く、市民生活課

が今、相談窓口だということなんですが、まず、人

目が気になることがあると思います。加害者がいる

場合には、加害者に遭遇しないか、プライバシーが

きちんと守られるのか、相談時に２次被害に遭わな
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いかなど、相談に行くこと自体、不安要素がたくさ

んありまして、相談に行くこと自体、ハードルが高

い状況にあります。 

 以上を踏まえてきちんと女性のおかれている現状

を理解し、専門の知識を有した支援員が配置され、

安心して利用できる女性専用の相談窓口の設置がや

はり必要だと思いますので、ぜひ再度要望いたしま

して、次の質問に移らせていただきます。 

 女性支援策の一つとして、生理用品設置について

お伺いいたします。 

 現在本市では、トイレ等への生理用品設置や配布

につきまして、必要な支援につながるための役割と

して位置づけられ、実施をされているというところ

ですが、困っている方に必要な支援を提供すること

はもちろん必要ですが、本来、トイレ等の生理用品

の設置は、女性の人権擁護の観点から必要なもので

はないでしょうか。 

 現代女性が生涯で経験する生理は400回以上に及

び、費用は50万円に上ります。生理の様々なつらさ

を女性１人の自己責任とするのではなく、社会全体

で解決していくべきではないでしょうか。 

 生理用品設置に関しまして、まずは学校や公共施

設のトイレにトイレットペーパーと同じように生理

用品現物での設置をするべきだと思いますが、いか

がでしょうか。 

○福祉課長（田中俊二君） 本市における、生理用

品の支援についてですが、経済的な理由で生理用品

の購入が困難な女性への支援を目的としており、一

部の施設に限定して配置となっております。 

 具体的には串木野庁舎１階女子トイレ及び図書館

女子トイレでは、個別に生理用品を配置しておりま

す。また、福祉課窓口、市来庁舎、あいびれっじで

は、支援カードを引換えに、生理用品１パック約30

個入りですが、を袋に入れて配布しております。 

 また、学校については、トイレに個別配置してい

る学校もありますが、基本的には保健室に常備し、

必要に応じて配布しております。 

 全ての公共施設等のトイレに対し、生理用品を配

置することは、運用の面等で問題も少なくありませ

ん。 

 現状では、限られた箇所への設置や配布という形

で支援を行っておりますが、今後は市民全体の生理

に対する理解促進と併せ、公共施設利用者の状況を

見ながら、今後もよりよい形の支援を検討してまい

ります。 

○２番（二井谷友希君） 今、図書館串木野のほう

で個別の配置をされているということですが、今後、

ぜひそのような形を広げていただきたいと思います。

やはり窓口に出向いてというのはかなりハードルが

高くなると思いますので、要望をいたします。 

 では、女性の支援に関する質問をこれで終わりに

いたします。 

 次に、串木野健康増進センターについて質問いた

します。 

 現在、串木野健康増進センターの駐車場は、正面

玄関横の駐車場は市の公用車などが停車しておりま

して、利用者の駐車場は主に上の段になっているこ

とから、雨天時など１階に降りていく際、階段が滑

りやすく大変危険な状態となっております。 

 特に妊婦の方は大けが、事故につながりかねませ

ん。また、小さい子どもを抱っこし、上の子は手を

つなぎ、階段を降りていく保護者の姿も見かけます。 

 正面玄関横のスペースを二、三台空けられるよう

にしておくことや、道路を挟んだ駐車場は現在職員

用の駐車場ということですが、こちらに何台か利用

者の駐車スペースを確保できないかお伺いいたしま

す。 

○健康増進課長（久保さおり君） 串木野健康増進

センターの駐車場につきましては、議員がおっしゃ

いますように、雨天時の外階段利用において妊産婦

や小さなお子さんを連れた保護者の方の安全確保が

課題であると認識をしております。 

 今後は、駐車場を共同利用しております高齢者福

祉センター及び働く女性の家とも協議を行いまして、

母子健康手帳交付等の予約制の事業におきましては、

串木野健康増進センター正面玄関付近に駐車スペー

スを確保し、妊産婦や子育て中の方々に安全に安心

して利用をいただけるよう努めてまいります。 

○２番（二井谷友希君） 今現状への問題意識があ

るということで、改善していただくとの御答弁、よ
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かったと思いますが、予約が入っていない日にも利

用者が来所されることもあると思いますので、常時

駐車場を確保できないかということを要望いたしま

して、次の質問に移らせていただきます。 

 次に、母子手帳交付についてです。 

 現在、本市において母子手帳交付及び妊娠届出に

関しまして、串木野健康増進センターにて第２、第

４月曜の２時から３時半と交付日が定められており、

働いている方からすると出向くのが難しいときもあ

るのではないかと思います。 

 ほかの自治体では、保健センターや市役所支所な

ど複数か所で交付が受けられるところや、交付日が

なく、いつでも母子手帳交付を受け付けているとこ

ろも少なくありません。 

 本市において市役所窓口でもいつでも母子手帳の

交付ができるということが望ましいとは思いますが、

例えば、予約制にしたり、交付日を増やすなど、よ

り柔軟に対応することができないかお伺いいたしま

す。 

○子どもみらい課長（久德和久君） 母子健康手帳

の交付についてであります。 

 本市では毎月２回、第２、第４月曜日を原則交付

日として定め、健康増進センター内にある子育て世

代包括支援センターあいびれっじにて実施をしてお

ります。 

 交付は完全予約制でありまして、電子申請や電話

予約、電話連絡で予約を受け付けております。 

 交付時には、妊婦の健康状態や家庭環境などを把

握しつつ、栄養指導や口腔ケアを含めた母子保健情

報の提供、妊婦のための支援給付金や各種助成制度

の詳細な案内も実施をしております。 

 交付対象者の利便性向上につきましては、現状で

は、指定された交付日以外にも、あいびれっじの開

設時間内で、随時交付対応が可能としております。 

 交付日に対応できない対象者との日程調整や、配

偶者や家族による代理申請も可能としており、予約

がない場合でも、可能な限り、随時交付対応を実施

するなど、多様な事情を考慮しながら柔軟な対応に

努めているところでございます。 

 現時点では、現状の制度運用を適切に進め、ホー

ムページやＳＮＳを活用した情報発信を行うほか、

近隣自治体の産科医療機関とも連携し、適切な情報

提供を行い、より多くの妊婦の方に、円滑に制度を

利用していただけるよう努めてまいります。 

○２番（二井谷友希君） 今御答弁いただきまし

た内容で少しちょっと分からないところがありまし

て、交付日ではない場合の予定をされて、その場で

交付されたときには、交付日で受けられるようなサ

ービス、説明とかは受けられないということでしょ

うか。 

○子どもみらい課長（久德和久君） 実際の交付日

以外で来られたときの対応ということで、よかった

でしょうか。 

 その場合につきましては、専門職がやはり歯科衛

生士とか、栄養士とかが必要でありますので、その

際、連絡等いただきまして、対応ができるようであ

れば、その際に実施できるような体制は取っている

ところでございます。 

○２番（二井谷友希君） 交付日以外で、早急に

母子手帳を受け取りたくて、専門職がいない場合に

は、交付だけして、後日ちょっと日程調整で、また

専門職の方との面談もできるということで間違いな

いでしょうか。だと思うんですけれども、今、ホー

ムページを見ますと、やはり交付日が原則という形

で、私は実際に自分でもホームページを見たときに、

交付日が原則で、そこに行けない、どうしても行け

ない場合には事前に連絡をくださいという形でした

ので、例えばもう予約制ということで、予約のフォ

ームをホームページに設けるですとか、そういう形

にしていただければ、より利用者の負担が減るのか

なと思いますので、そういった点もぜひ御検討いた

だけたらと思います。 

 また、妊娠届出を出したらそこで面談や手続をし

て、もうそこで全部サービスを受けて終わりという

ことではなくて、ぜひ何かあったときに相談できる

窓口の場所や連絡先、支援サービスなど一覧表にし

た用紙の配布や、その場での紹介、本市で実施して

いる妊婦向けの講座やワークショップなど、幾つか

ありますので、そういったものを次につながりがつ

くれるような、そういったつながりが途切れない仕
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組みもぜひ要望いたしまして、母子手帳に関する質

問を終わりにいたします。 

○子どもみらい課長（久德和久君） 母子健康手帳

の予約の関係でございますけれども、一応ホームペ

ージのほうにおきましては、オンライン予約で、そ

こで事前に予定日以外で来れない方に対しても、御

連絡くださいということのフォームを作っておりま

すので、そこから入っていただいて、届出をしてい

ただく、その体制は取っているところでございます。 

○２番（二井谷友希君） 私が、すいませんちょっ

と簡単に言ってしまったんですけれども、予約フォ

ームで、もうそこで予約が完結するような形とかが

取れないかなということで、発言いたしました。 

 すいません、次に、移らせていただきます。 

 加齢性難聴の方への支援についてです。 

 まず、本市におきまして、加齢性難聴の方への支

援として、補聴器の購入補助制度があるか、現状に

ついてお伺いいたします。 

○長寿介護課長（松﨑知人君） 本市における補聴

器購入支援につきましては、聴覚機能障害で、障害

者手帳取得者へ行っており、令和６年度実績で11件

の助成となっています。 

 また、障害者手帳取得者以外の加齢性難聴の高齢

者に対する補聴器購入助成については、現在のとこ

ろ高齢者福祉施策として制度化していない状況です。 

○２番（二井谷友希君） 現在、補助制度がないと

いうことですが、補聴器の値段は一般的に両耳で30

万円前後のものを購入する方が多く、保険適用外と

いうことで、大変高くなかなか手を出せないという

方が多いと思います。 

 現在、鹿児島県内においても、例えば阿久根市、

曽於市では65歳以上の方を対象として上限２万円、

志布志市は18歳以上の方を対象として上限２万円の

助成を行っております。 

 加齢性難聴は生活の質の低下、地域での孤立など

を引き起こし、さらに認知症のリスクとなります。 

 2020年医学誌Ｌａｎｃｅｔの報告では難聴が認知

症の予防可能な要因の中で最も大きなものだと指摘

をされており、適切な補聴器の使用は認知症の発症

リスクを軽減する可能性があると報告されています。 

 さらに難聴は認知症だけでなく、うつ病のリスク

も高めます。難聴に気がついたら放置せずに補聴器

の使用を検討することが大変大切です。 

 以上を踏まえまして、本市において加齢性難聴の

方を対象とした補聴器購入に対し、今後補助する考

えがないかお伺いいたします。 

○長寿介護課長（松﨑知人君） 加齢性難聴者への

補聴器購入助成につきましては、令和８年度に行う

高齢者福祉計画策定の際に、助成制度の可否につい

て検討してまいりたいと考えております。 

 このため、助成制度に取り組んでいる県内自治体

での実績や動向を注意してまいります。 

 あわせまして、加齢性難聴は身体機能の低下が見

られる全ての高齢者に関わることとなりますので、

引き続き、全国市長会を通じて国に対し、助成制度

の創設を図るよう求めてまいりたいと思います。 

○２番（二井谷友希君） 今、前向きに検討してい

くというようなことをお話しいただきました。ぜひ、

早めに実現していただくよう要望いたしまして、終

わりにいたします。 

 次に、訪問介護事業所についてです。 

 現在、本市において訪問介護の事業所が残り１か

所という状況になっております。市民が十分にサー

ビスを受けることができているのか現状をお伺いい

たします。 

○長寿介護課長（松﨑知人君） 市内の訪問介護事

業所の現状についてであります。 

 本市で唯一の訪問介護事業所である市来ヘルパー

ステーションは、旧市来町の直営から平成24年に、

ＮＰＯ法人に経営形態を変え、運営されています。 

 登録によると、従事者数は、本年８月末で常勤、

非常勤を合わせ19人で、在宅要介護認定者等を対象

とする事業所としては、平成23年以降１か所だけと

なっております。 

 推計となりますが、令和６年度の総合事業を含め

た市内で訪問介護を利用した件数のうち、市来ヘル

パーステーションは約64％、残りの36％は日置市、

薩󠄀摩川内市の事業所利用となるようです。 

 市来ヘルパーステーションでは、以前から利用者

の希望するサービス提供時間が重複するなど、ヘル
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パーの派遣が困難な場合は、緊急性の高い身体介護

利用者を優先するほか、サービス提供時間の調整、

またはやむなく依頼をお断りするケースがあると伺

っております。 

 また、現時点でのケアマネジャー等への聞き取り

では、利用者の希望どおりサービス提供がなされて

いるかという点では、十分とは言えないものの、サ

ービス提供時間の調整や市外事業所の利用により、

おおむね希望者へのサービス提供は確保されている

状況とお伺いしているところでございます。 

○２番（二井谷友希君） 実際に事業所で困ってい

る声があるということで、実際に十分にサービスを

提供できていないという現状があるということで、

私のほうでも訪問介護事業所に聞き取り調査を行い

ました。 

 今、訪問介護事業所が置かれている現状としまし

ては、介護事業の中でも特に経営が苦しい実態があ

ったにもかかわらず、2024年度訪問介護の基本報酬

が２から３％引下げが行われ、報酬が引き下げられ

た24年、訪問介護事業所の倒産がさらに加速をしま

した。2025年上半期には、訪問介護の倒産が45件に

達し、２年連続で過去最多を更新したというところ

です。48件中38件が介護報酬切下げや利用者の減少

などによる売上げ不振が原因であるとして、全体の

８割を超えている状況です。 

 日本共産党の機関紙「赤旗日曜版」では、訪問介

護報酬切下げを受け、訪問介護事業所がない自治体

や消滅の危機にある自治体はどの程度広がっている

のかということを独自にその自治体数を集計しまし

た。 

 2024年６月末時点で厚生労働省が公開した事業所

一覧から作成した訪問介護事業所がゼロの町村と残

り１の市町村の資料がありますが、この資料に関し

まして、事業所が残り１である自治体は277市町村

となっており、市で残り１となっている自治体は全

国でも本市を合わせまして、３市しかありません。 

 鹿児島県を見ますと、残りゼロとなっているのが、

三島村、十島村、宇検村の３か所、残り１となって

いるのが垂水市、錦江町、大和村、知名町、本市を

入れて５か所となっております。 

 また、先ほども言いましたが、聞き取りを本市の

事業所に対して行いました。不安が多く、余裕もな

い経営状態で本当に大変であると。あと二、三年後

には閉鎖するだろうというお話をされ、もうその回

答からは訪問介護の厳しい現状と、現状に対する何

の救いもなく、さらに冷たい仕打ちを受けるような

そんな状況に絶望感、諦め感があるのではないかと、

本当に話を聞いていて、胸が締めつけられるような

思いをしました。 

 また、地元の事業者がいいという、やっぱり住民

の声があるということで、しかし、その声に応え切

れないというつらい現状をお話しされました。 

 新規の利用希望者に対し、ちょっと待っていただ

けませんかと保留にすることもあるということです。

もともと経営が苦しい訪問介護事業の基本報酬が下

げられた実態、そして、実際にサービスを受けたい

けれども、受けられないという市民の声がある、事

業所の経営が困難だという切実な声があるこの現状

に対しまして、市としてやはり市民の福祉を守る立

場から、ほかの市でサービスが受けられるからいい

ということではなく、緊急的に独自の市の訪問介護

事業所への支援をするべきではないでしょうか。 

 新潟県の村上市では、2024年度介護報酬改定で、

報酬が下げられた訪問介護事業所に対し、基本報酬

が下げられる前の23年度との差額分を補塡するほか、

車の燃料代支援として１台当たり月3,000円、事業

所から訪問先まで７キロ以上ある場合は１回50円を

上乗せして支給するという独自の介護事業所への支

援を実施しています。 

 本来は国が訪問介護報酬引下げを撤回し、訪問介

護報酬は引上げをするべきだと思いますが、市独自

で事業所に対して支援する考えはないかお伺いいた

します。 

○長寿介護課長（松﨑知人君） 議員御質問のとお

り、令和６年度介護報酬改定及び物価高騰等の影響

により、訪問介護事業所の経営環境は大変厳しい環

境にあると認識しているところでございます。 

 国においては、今年度の補正予算案で、訪問介護

等の移動経費を補助対象とするサービス継続支援事

業等を盛り込むほか、介護報酬改定を１年前倒しで
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行うことが検討されておりますので、本市としては、

今後の国の動向に注視してまいります。 

 サービス提供の安定性という面で、訪問介護事業

所を含めた市内事業所の現場からは、介護人材不足

をどうにかしてほしいといった意見を多数伺ってい

るところでございます。このため、市といたしまし

ては、現時点では特定のサービス事業所への直接的

支援ではなく、介護サービス全体に共通する人材確

保支援として、令和５年度から介護人材確保育成支

援事業を実施しているところであります。 

 介護職員やケアマネジャーの資格取得等に要する

費用の全額助成、市内での介護職員初任者研修の開

催などの取組により、本年度、この中から１名、訪

問介護事業所へ新規就労されているところでござい

ます。 

 また、介護専門職の負担軽減を図る施策として、

市民に対し、ごみ出しや買物同行などの生活支援を

行うボランティア養成を行っておりまして、市内六

つの困りごと支え隊が年間延べ321人の高齢者に対

し支援を行っていただいているところでございます。 

 介護人材の確保は、人口減少の中、大変厳しい状

況ではありますが、今後も現場の声をお聞きしなが

ら支援を継続してまいりたいと考えております。 

○２番（二井谷友希君） この問題は高齢者の尊厳

に関わる重大な問題だと思います。本当に今危機的

な状態であると御認識されているかと思いますけれ

ども、やはり今ある施設の支援より、新たに事業所

の誘致をするということは大変難しいことでありま

して、今ある事業所がなくなってしまったら、本当

に大変なことだと思います。 

 今ある事業所が経営を続けられるよう早急に支援

すること、事業所が納得するような政策をぜひ実施

していただくよう強く要望いたしまして、この質問

を終わりにいたします。 

 続きまして、長崎鼻公園の再整備事業について質

問をいたします。 

 まず、質問に移る前に通告書の質問文に関しまし

て、間違いがありましたので、訂正させていただき

ます。 

 まず、（１）本市公式ＬＩＮＥを活用した市民ア

ンケートと記しておりますが、長崎鼻公園に関しま

して、ＬＩＮＥを活用した市民アンケートは行って

おらず、紙を用いてのアンケートを実施されたとい

うことで、「本市公式ＬＩＮＥを活用した」という

文章は、削除させていただきまして、（１）（２）

と質問を分けておりますが、まとめて質問をさせて

いただきます。 

 この場をお借りいたしまして、訂正とおわびをさ

せていただきます。 

 それでは、内容に移ります。 

 長崎鼻公園の再整備事業に関するアンケートに寄

せられた市民の方からの意見提案等に対するフィー

ドバックがあってよいかと思いますが、市民意見が

反映されているのか示すべきではないでしょうか。 

 また、今後の市民参画をどのように考えているの

かお伺いいたします。 

○都市建設課長（吉見和幸君） 長崎鼻公園再整備

事業の進め方につきましては、令和２年度に市民を

対象にアンケート調査を実施いたしました。 

 アンケートの方法は、市のホームページほか、子

育て支援センターや周辺の公民館など11か所で収集

し、延べ265名の方から、御意見、御要望をいただ

いたところです。 

 その後、令和４年９月、長崎鼻公園再整備事業後

の収益性を検証するため、サウンディング市場調査

を実施し、設計、施工、管理運営について、一括し

て発注するＤＢＯ方式を念頭に、令和６年３月から

アンケート結果及びサウンディング市場調査を基に

事業者の公募を行い、令和６年６月に市内５企業を

構成員とした大和リースグループを優先交渉権者に

決定いたしました。 

 基本設計の作成に当たりましては、エリアマネジ

メント業務によりワークショップを開催し、市民の

方々から御意見を伺い、計画に反映しております。 

 なお、ワークショップのメンバーは、いちき串木

野市子ども・子育て会議委員をはじめ、各種団体か

らの推薦10名、公募で高校生を含む11名、合計21名

の構成で、基本計画の策定から御意見を伺ったとこ

ろでございます。 

 また、今後の市民参画につきましては、エリアマ
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ネジメント協議会で、御意見を聴取することとして

おり、にぎわい施設内で計画している幼児を対象に

した屋内遊戯場及びカフェ施設の運営や開園に向け

た情報発信の方法などについて検討してまいります。 

 また、長崎鼻公園を核とした周辺施設への波及効

果及びイベントの開催など、幅広く利用者の意見を

伺うために、施設のオープン後も意見交換会を年に

１回程度開催し、施設の運営に反映させてまいりた

いと考えております。 

○２番（二井谷友希君） これまでたくさんの方か

ら意見を聴取したということで、大変よいことだと

思います。 

 あわせまして、どんな意見があったかというとこ

ろも分かりやすく開示していくことも必要だと思い

ますので、お願いいたします。 

 ぜひ、今後の運営に関しても広く市民の意見を取

り入れるよう要望いたします。 

 私自身も１人の子育て当事者として、子どもをど

こに遊びに連れていくかというのは悩みの種となっ

ており、遊び場においても、もっとこうだったらい

いな、ああだったらいいなという不満を感じること

もありますが、そういった当事者の不満はやはりア

イデア、逆を返せばアイデアがたくさんあるという

ことですので、ぜひ、たくさんの方から意見を取り

入れられるような仕組みをお願いいたします。 

 それでは、次の質問に移ります。 

 本市沖約５キロメートル圏内洋上風力発電につい

てです。 

 まず、本市におけるエネルギー発電設備の在り方

についての考えをお伺いいたします。 

○産業立地課長（大平博喜君） 本市のエネルギー

施策についてでございます。 

 本市では、平成29年３月に策定しました第２次総

合計画におきまして、再生可能エネルギーの拡充と

産業おこしを組み合わせた環境維新のまちづくりと

いうのを推進してございます。 

 これに伴いまして、平成30年３月に、いちき串木

野市地域創生エネルギービジョン、こちらを策定し、

再生可能エネルギーの導入目標を掲げ、重点プログ

ラムの一つとしまして、洋上風力発電の導入に取り

組んできているところでございます。 

 特に洋上風力発電につきましては、再生可能エネ

ルギーの切り札とされておりまして、2050年脱炭素

社会の実現に向けたグリーン成長戦略の重要分野の

一つとして、国の中でも位置づけられております。 

 また、自動車産業に匹敵する部品数を必要とする

サプライチェーンの体制でございますとか、本市へ

の経済波及効果や、雇用創出効果を大きく期待でき

ることから、本市の魅力あるまちづくりの一つとし

て位置づけているところでございます。 

○２番（二井谷友希君） 今お話しされました、市

長も、かねてからお話しされておりますが、やはり

再生可能エネルギーで経済や雇用、経済の発展とい

うところを重視されているということですが、それ

も大切かと思いますが、例えば再生可能エネルギー

は必要でありますが、やはり、再生可能エネルギー

といっても、いろんなものがあります。中には自然

を壊してしまうような計画もあるということは御承

知おきかと思いますが、再生可能エネルギーだとし

ても、中身として、地域密着型の地産地消の計画で

あることですとか、人体、漁業、畜産、養鶏業等へ

の影響がないこと、自然への負荷を最小限にした景

観を壊さない計画であること、地域住民、漁業関係

者、自然保護団体等への合意形成が図られることな

どは大前提だと思いますので、その辺も考慮するべ

きではないでしょうか。 

 その上で、本市のエネルギー発電事業の在り方を

見直し、今計画は長期的に見て本当にこのまちのた

めになるエネルギー発電事業なのか、見直すべきだ

と思います。 

 次の質問をいたします。 

 本市は川内原発が大変近い地域で、福島第１原発

事故も鑑みますと、本市において原発による市民の

健康や生活、自然環境へのリスクはかなり大きいと

言えますが、そのことにより、原発をなくしてほし

いから洋上風力には反対したくないという市民の少

なくない声を聞いております。 

 今年度実施された洋上風力発電の出前講座の中で、

「今計画が実施されることにより、川内原発がなく

なりますか」という市民の質問に対し、本市の担当
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職員は、「川内原発はなくならない」と回答されて

おりました。 

 いま一度ここでお聞きをしたいと思います。 

 今計画が実施され、洋上風力発電設備が本市に建

設されることにより、川内原発はなくなりますか。

お答えください。 

○産業立地課長（大平博喜君） 国のほうでは、第

７次エネルギー基本計画というのを策定してござい

まして、エネルギーの安定供給の確保、こちらに向

けた投資を促進する観点から、2040年や、その先の

2050年のカーボンニュートラルの実現に向けたエネ

ルギーの需給構造を視野に入れつつ、Ｓ＋３Ｅの原

則の下、今後取り組むべき政策課題や対応の方向性

について取りまとめを行っているところでございま

す。 

 あわせまして、2040年度におけるエネルギー需給

の見通しということで、電源構成におきまして、再

生可能エネルギーを４から５割程度にすると。また、

原子力を２割程度、残りの部分ですね、火力を３割

から４割程度とする目標が設定されております。 

 再生可能エネルギーと原子力、これは別々の電源

でございますので、それぞれの計画でございますと

か、法令等に従って進められていくものと認識して

いるところでございます。 

○２番（二井谷友希君） 今おっしゃっていただき

ましたことと、出前講座のときに担当の方が答えた

ことが違っているようなんですけれども、少なくと

も本市に洋上風力発電が建てば、必ず川内原発がな

くなるということではないということですので、こ

の場で明らかとさせていただきまして、次の質問に

移ります。 

 本市、陸から約５キロメートル圏内に計画地が絞

られた経緯についてです。 

 原発のほかに、本市約５キロメートル圏内という

計画地に関しまして、市民の疑問や抗議の声がある

ため、この質問をいたします。 

 まず、元は薩摩西方沖洋上風力発電事業として、

南さつま市から阿久根市まで広範囲な計画となって

いたのが、いちき串木野市に計画が絞られました。

これは本市からぜひここに建ててくださいという申

出が県に対して行われたものでしょうか。 

○産業立地課長（大平博喜君） 鹿児島県におきま

して、令和５年８月に、関係市町及び漁業団体など

の利害関係者等で構成される研究会というのが設置

されてございます。 

 洋上風力発電に関する現状でございますとか、課

題等の共有を図りながら、薩摩半島西方沖における

国への情報提供の可能性のある区域について、この

研究会で検討が進められてきたところでございます。 

 このような中、令和６年３月25日に開催された第

４回の研究会におきまして、本市の現状でございま

すとか、取組状況、そのほか、本市の洋上風力に対

する考え方、今後の展望等について、その場で御説

明を差し上げたところです。 

 その中で、本市沖合、共同漁業権外も含む区域を

先行的にモデル区域として情報提供できないかとい

う御提案をさせていただいたところでございます。 

 しかしながら、利害関係者全ての理解と合意がな

されるのに相応の時間を要することが見込まれるこ

とから、その翌月４月９日に、県に対しまして、一

定の理解が得られている市内４漁協支所の共同漁業

権内の区域で、情報提供を希望する旨を再度御提案

させていただいたところでございます。 

 その後、県におかれまして、先ほどの研究会での

議論でございますとか、県自ら関係者との個別協議

などを踏まえまして、国への情報提供について総合

的に判断されたものと認識しているところでござい

ます。 

○２番（二井谷友希君） 本市から県に対して、先

行的にモデルケースとしてここでできないかという

アプローチが行われたということですが、市民の方

からはテレビや新聞報道で陸から約５キロという大

変近いところになっていると、びっくりしたという

お話。 

 最初の地区ごとの住民説明会では、陸から約５キ

ロ圏内ということにはなっておらず、そんな話は聞

いていないというたくさんの声を聞いております。 

 欧米では20キロ、30キロ前後を中心に、さらに最

近はより沖合の50キロから100キロ以上離岸距離を

取るケースも増えております。 
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 住民の皆さんの故郷の景観を壊してほしくないと

いう声や、特に沿岸の住民の皆さんの健康被害に関

する不安の声を重く受け止め、本市住民の健康、生

活を守る立場に立つならば、陸から約５キロ圏内と

いう計画地はあり得ないことだと思います。 

 計画の変更や中止をするべきだと思いますが、い

かがでしょうか。 

○産業立地課長（大平博喜君） 計画の見直しにつ

いてでございますけれども、洋上風力発電事業につ

きましては、海洋再生可能エネルギー発電設備の促

進に関わる海域の利用の促進に関する法律、いわゆ

る再エネ海域利用法に基づき、一般の海域におきま

して、国が促進区域を指定し、公募により発電事業

者を選定します。 

 それから、長期安定的な電源として導入を促進す

る法律でございます。 

 この選定された発電事業者におきまして、その海

域の風況であるとか、または海底地盤、また、気象

海象などの様々な条件を勘案しつつ、最も重要な事

業性等も考慮しまして、その海域の実情に応じた発

電計画というのが事業者におきまして、策定される

ものと認識しているところでございます。 

○２番（二井谷友希君） 国任せということはちょ

っと正直信じられないと。本市として住民の生活や

健康を守る立場であり、住民の意見を聞く一番身近

な存在として、住民の生活や健康を守る選択をして

いただき、住民の不安の声をきちんと受け止めるこ

とを強く要望いたしまして、次に、漁業補償につい

てお伺いいたします。 

 いちき串木野市民を含めた市民団体有志による洋

上風力発電事業に係る国の関係省庁との意見交換会

が今年度２回行われました。 

 その中で、今計画に関しまして、漁業補償に該当

するものは一切ないというのが、関係省庁の回答で

した。 

 一方で、本計画に関して、そうは言っても漁業補

償はあるんだというまちの声があります。 

 本市の説明によりますと、漁業振興に使うお金が

基金としてためられるということでしたが、これは

あくまでまちおこしの一環として漁業振興に使われ

るものであり、例えば原発における漁業補償協定や

損害賠償などのようなものは、今計画ではないとい

うことで間違いないでしょうか。 

○産業立地課長（大平博喜君） 洋上風力発電にお

ける基金につきましては、洋上風力発電事業の利益

の一部を漁業振興や地域振興など、地域の将来像の

実現に向けて活用するものでございます。 

 原子力発電に関連した漁業補償とは異なるもので

ございます。 

 また、基金の具体的な活用の内容につきましては、

今後、再エネ海域利用法に基づく手続が進む中で、

国、地方自治体、利害関係者、学識経験者等で構成

される法定協議会におきまして、協議され、最終的

に、発電事業の公募条件として取りまとめられると

いう形になっているところでございます。 

○２番（二井谷友希君） 既に漁業補償に関しまし

ては、漁業者には説明をしているところであり、理

解をされていることだと思いますが、一般の市民の

方で誤解があるようですので、ここで明らかとさせ

ていただきました。 

 それでは、次に来年度の情報提供についてお伺い

いたします。 

 県は国に対し、今年度情報提供を行い、その情報

提供のスキームの中で有望区域となり、具体的な協

議に進みたいとしておりましたが、国は要件を満た

していないということで、準備区域に指定をされま

した。その理由として、地域住民に対する理解の醸

成が留意事項として指摘をされ、ほかにも航路の問

題を指摘されているようですが、報道の中で県は既

に2026年度の情報提供を再びしたいという考えを示

しておりました。 

 情報提供までにどのようにして国が挙げた課題を

解決していく予定なのかお伺いいたします。 

○産業立地課長（大平博喜君） 県におかれまし

ては、先月、再生可能エネルギー導入に対する地域

住民の理解促進を図るために、再エネと地域との共

生に関するセミナーというのが開催されたところで

ございます。 

 また、今回、国の意見を踏まえまして、来年度の

情報提供に向けて、関係市町とも連携をしながら、
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引き続き、地域住民への理解醸成に取り組むととも

に、利害関係者等との必要な調整を進めていくと、

県においては聞いているところでございます。 

 市としましても、市内16地区で開催しました「み

らいトーク2025」でございますとか、今年度から新

たに先進地視察事業というのを実施しまして、理解

促進に努めていますほか、出前講座や広報紙等を通

じた情報発信を行い、引き続き市民の皆様の理解促

進に向けた取組を進めてまいりたいと考えておりま

す。 

 あわせて、来年度の情報提供についても、県と連

携を図りながら取り組んでまいりたいと考えている

ところです。 

○２番（二井谷友希君） 情報提供まであと三、四

か月しかない状況で、きちんと課題を解決できると

は到底思えません。 

 これまで行った出前講座などのあの参加状況、い

ろんな方からお話を聞いておりますが、その状況を

考えても、いろんな方に、たくさんの方に理解が進

んで話がきちんと届けられているとは思えない状況

です。 

 特に本市は沿岸地域に学校関係、保育関係、病院

関係等が集中しております。一番大変な思いをする

ところです。 

 今計画により、本市の宝である自然や誇るべき景

観、市民の安心安全、健康的な生活が損なわれるお

それがあります。 

 市長は本市の宝である自然、景観、市民の安全を

守る立場で、今計画については、反対するよう強く

要望いたしまして、以上で私の一般質問を終わりに

いたします。 

○議長（松崎幹夫君） ここで昼食のため休憩いた

します。 

 再開は午後１時10分とします。 

             休憩 午前11時41分 

             ───────── 

             再開 午後１時09分 

○議長（松崎幹夫君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 次に、西田憲智議員の発言を許します。 

   ［６番西田憲智君登壇］ 

○６番（西田憲智君） 事前通告に伴い二つの項目

につきまして、順次質問をしていきたいと思います。 

 失われた30年とも言われた長引くデフレから脱却

し、インフレにより急激な物価上昇に賃上げが追い

ついておらず、市民にとって食料品をはじめ、価格

の高騰、また、市内の事業者につきましても、仕入

価格の高騰に併せて、人手不足による賃金圧力など

が複合的に作用して、大変苦慮しているのが現状で

はないかと思っております。 

 私はこれらの物価高対策として市が永久的に補助、

助成されるべきものと捉えているわけではございま

せん。 

 市民の豊かな生活、また、市内企業の繁栄、ひい

ては本市の発展の道のりにおいて物価高騰に影響を

受けた生活者、事業者に対し、地方公共団体が地域

の実情に合わせて必要な支援をきめ細やかに実施で

きるように、国よりの交付金制度が活用できるもの

と認識をしております。 

 これまでも本市は物価高対策にとどまらず、社会

情勢や社会問題を踏まえ、ニーズに合わせた様々な

取組を行ってまいりました。 

 例えばプレミアム付商品券事業や水道の基本料金

の全額補助などでした。 

 昨日の先輩議員の行なった一般質問からの答弁で、

国からの重点支援地方交付金の使い道については検

討中である。また、プレミアム付商品券発行につい

ても前向きな回答でしたので、私からは生活安定策

に合わせた未来投資につながるという思いで、一般

質問を進めてまいりたいと思います。 

 まず初めに、国・県物価高対策の動向に伴い、こ

れまで本市が取り組んできました支援に対する現状

分析と連携状況の認識と本市が独自で行います物価

高対策についてのお考えを市長からお伺いして壇上

からの質問といたします。 

   ［市長中屋謙治君登壇］ 

○市長（中屋謙治君） 西田憲智議員の御質問にお

答えいたします。 

 昨今の物価高騰は市民生活に多大な影響を与えて

おり、家計の負担、事業者へ及ぼす影響は大きなも
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のがあると認識いたしております。 

 本市はこれまで重点支援地方交付金を活用して、

物価高騰に苦慮する市民や事業者の皆様への支援と

して、水道料金減額事業のほか、低所得者や子育て

世代への給付金、プレミアム付商品券事業、さらに

はエネルギー経費負担軽減支援給付などを実施して

きております。 

 今回、国から交付されます重点支援地方交付金に

つきましては、物価高騰に対する支援を前提として

おり、特に食料品の物価高騰に対するプレミアム付

商品券の発行など、具体的な対策が示されておりま

す。 

 現在、交付金の趣旨を踏まえ、市民の皆様への生

活支援及び事業者支援について検討しているところ

でありますが、広く支援が行き渡るよう、その方策

として、プレミアム付商品券の発行とか、水道料金

の減免など、こういったものを検討しているところ

でございます。 

○６番（西田憲智君） これまでの施策につきまし

ては、今市長が述べられたとおりでありますが、現

状分析として、よりよい事業をこれから進むには過

去の検証や現代のニーズを捉えないといけないとい

うこともありますし、効果を高めていく事業を行う

には誰とどのような連携をしていくのかというのが

大切なのではないかと感じています。 

 本市の物価高対策については、先ほども検討中と

いうことで、広く支援をしていきたいという方針で

あられましたので、今回、これまで行ってきた様々

な支援というところを否定するつもりはございませ

ん。一定の効果はあったんだと私も理解をしており

ます。 

 しかし、実施された、一定の期間のみに効果がと

どまってしまっていたなと私も感じており、反省を

しております。 

 そこで今回、給付金、いわゆる財源を活用して、

交付期間や支援期間が終わった後も、本市全体のキ

ャッシュレス化やデジタル化の推進など、付加価値

をつなげることによって、未来へ投資ができるもの

と考えておりますが、この考えについての理解をど

のように考えるかをお伺いいたします。 

○副市長（出水喜三彦君） この国の交付金を有効

に使って、当然、生活者あるいは事業者への負担軽

減とともに、未来にわたっての基礎をつくる、この

観点は非常に大事だと思います。 

 過去の例で申し上げますとちょうどコロナの対応

の際に、特に飲食店等が非常に苦慮している、こう

いった実態に伴いまして、もちろん消費者、生活者

の支援という意味でもＬＩＮＥクーポンというもの

を発行いたしました。これによりまして、地域内の

消費もですけれども、地域外からの消費を取り込も

うという形で、そのことが、結果的にそのラインの

広がり、そして、今、情報発信に役立っている、こ

れが一つの例かと思います。 

 今回の支援交付金につきましては、主に物価高対

策の中でも、食料品の高騰、こういったものに苦慮

されている生活者、市民の皆様への対応、これが一

番重要と考えてございますし、これをさらに国のほ

うにおきましては、速やかにこれが市民の皆様に行

き渡るように、こういった観点での交付と認識して

ございますので、先ほど市長が申し上げました対策

について、検討している、このような状況でござい

ます。 

○６番（西田憲智君） 本市のデジタル化が進まな

いという中において、様々なこれまでの先ほど副市

長が説明のありましたＬＩＮＥクーポン等々で、い

わゆる、前に進める施策だったりだとか、いろんな

方法は本当にあるんだと思うんです。 

 その中で、本市のキャッシュレスを推進すること

によって、市民や消費者の利便性の向上、また、事

業者の生産性の向上や、未来に向けた投資につなが

るなど、全体設計と関係機関との連携体制を整備す

る考えについてをこれから順次行っていきながら、

いわゆるデジタル化、いわゆるキャッシュレスも含

めた形でのいろんな取組がこれからのまちのために

なるんだということを皆さんにぜひ理解をしていた

だきたいという思いで進めさせていただきたいと思

います。 

 まず、本市も庁舎窓口にキャッシュレス決済の導

入や、市税等につきましては、スマートフォン決済

など、一部で取組が進んでいることは承知しており
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ます。 

 そこで、いまだに取組がなかなか進んでいない公

共料金や公共施設の利用料など、キャッシュレス化

というのが進められないものかお伺いをいたします。 

○総務課長（長畑正博君） 公共施設利用料等にお

けるキャッシュレス決済の状況であります。 

 現在の取組状況でありますが、本市のＤＸ推進計

画に基づきまして、来庁者の利便性向上を図るため、

本年３月に、串木野庁舎市民生活課及び税務課など

４か所の窓口において、各種証明書の発行手数料等

の支払いにクレジットカードやＱＲコード決済を導

入したところであります。あわせて、広報紙を活用

して周知を図っているところであります。 

 一方で、キャッシュレス決済は、来庁者にとって

は、支払い方法の選択肢が増えるという大きなメリ

ットがございますが、導入対象を今後拡大していく

上では、決済事業者へ支払う手数料の増加に伴う歳

入の減、また、新たな事務手続への対応といった課

題もあります。 

 今後は、引き続きＤＸ推進計画に基づき、既存設

置端末の利用促進に努めるとともに、導入の拡大に

つきましては、利便性の向上と持続可能な行政運営

の両立を図る観点から総合的に判断してまいりたい

と考えております。 

○６番（西田憲智君） 今、ようやくいろんな窓口

等々に導入が進んで、今４か所の設置が終わったと

いうことですが、最初のこの導入のスタートという

のは非常に経費がやっぱり要るもので、このデジタ

ルＤＸを推進していってこの数が増えてくると、こ

の手数料というところもいずれ、今、増える人件費

としてかかっているものが、いずれ費用としては、

入れ替わるというような状況にもなりかねないと思

っておりますので、ぜひここは力強く進めていただ

きたいと思いますし、先ほど今課長からありました、

いちき串木野市のＤＸ推進計画によると、この窓口

のキャッシュレスについては、令和６年度から導入

して、７年度が実施、令和８年度で20％を見込んで

いると計画がなされています。もっと早い段階で進

められないものかと感じるんですが、現在の進捗率、

令和７年度末の進捗率は大体どれぐらいなのか。今

後の計画として、いつまでに、どのような規模、も

しくは場所等々で、このいわゆるキャッシュレスと

いうのが進んでいくのかというのがありましたら教

えていただきたいと思います。 

○総務課長（長畑正博君） 今御質問ありましたキ

ャッシュレスの利用割合についてであります。 

 本年３月に導入したことから、本年４月から11月

までの利用状況についてでありますが、件数割合で

申しますと、市民生活課においては0.4％、税務課

が0.3％、それと出先になりますが、ＭＩＮＡＴＯ

よりあいオフィスが26％、薩󠄀摩藩英国留学生記念館

が2.9％、全体では2.4％にとどまっているところで

あります。 

 先ほど議員からありましたようにＤＸ推進計画に

おいては、令和８年度末までに窓口キャッシュレス

割合の目標値を20％としているところでありますが、

実績としまして、７年度、令和８年度におきまして

も、大きく下回るのではないかと見込んでおります。 

 先ほども申し上げました、市においては支払いの

選択肢を増やすことで、市民の利便性向上には寄与

しているものとは考えておりますが、この件につい

ては、広報紙、庁舎窓口において周知を図っている

ところであります。しかしながら、やっぱりその経

費、そういった経費であったりとか、事務手続の増

加、その辺りも踏まえた判断というものが必要にな

ってくるかと思っております。 

○６番（西田憲智君） 進まないところ、ようやく

26％を超えて、認知がされる兆しがあるところ、

様々だろうなと思いますが、これから先、このデジ

タル化が本市にとって不要ということであれば、今、

課長等々がお答えになられるような費用対効果の面

で進めないというのはよく理解はできるんですが、

今後、このデジタル化というのは、本市様々な場所

で必要不可欠となる中で、やはりどこかで強化して

いかないといけないタイミングが来るんだろうと感

じています。 

 そういった中で、まち全体もそうなんですが、行

政主体となって、このＤＸもしくはこのデジタル化、

キャッシュレス化というのを力強く進めることで、

その周りの事業者、もしくは消費者、利用者という
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ところがそういうところに順応、対応してくると理

解をしておりますので、ぜひこれからも粘り強く、

力強く推進していただきたいなと期待をするところ

です。 

 次に、市民や消費者の利便性、事業者の生産性向

上の観点から、事業者としての体制づくりも必要だ

と思いますが、事業者へのキャッシュレス導入の促

進及び支援並びに補助についてお考えはないかをお

伺いいたします。 

○水産商工課長（榎並哲郎君） キャッシュレス導

入促進に対する市の支援についてでございます。 

 キャッシュレス決済につきましては、市内におい

て、スーパーやコンビニエンスストア、飲食サービ

ス業など多くの店舗に導入が進んでいると感じてお

ります。 

 キャッシュレス決済は利用者にとっては支払いが

便利で、ポイント還元等もあり、また、事業者にお

いても、現金管理や顧客情報管理などのメリットも

あるかと思います。 

 一方で、事業所においては、導入コスト、機材で

あったり、ペイ事業者への手数料、現金化へのキャ

ッシュフローなどのデメリットもございます。 

 また、店舗によっては利用者の多くが高齢者の方

などキャッシュレスへの顧客ニーズが低いことから、

仕組みの理解不足などがあり、未導入の店舗もある

と聞いております。 

 キャッシュレス決済については、今後、国の施策

として促進されている状況を踏まえ、利用者、事業

者両方に対して、メリット、デメリットについて、

理解を深めていただく必要があると思っております。 

 そのようなことから、関係団体機関であるいちき

串木野商工会議所、商工会等と連携を取りながら、

諸事業所等の現状把握、課題等を分析した上で、セ

ミナーの開催など、理解促進を図ってまいりたいと

考えております。 

○６番（西田憲智君） 今課長からあるように業種

によってはやはり差がある現状だろうなと認識をし

ております。 

 また、市が手数料を今後永久的に補助するという

ことは不可能だということも認識をしている中で、

まずやっぱり導入というところに費用がかかって、

なかなか小さい店舗、もしくは、投資経費としてそ

こに使えない事業者においては、ここがネックにな

っているのではないかと考えれば、まず、事業者の

推進として、例えばクレジット端末機導入、いわゆ

る初期投資の費用を補助する中で、このキャッシュ

レスに対する基盤というのを整えていくということ

はできないか、改めてお伺いいたします。 

○水産商工課長（榎並哲郎君） 先ほど事業者様の

ほうのデメリット、メリットという話をさせていた

だいたかと思います。この中で、まず事業所のほう

の現状把握というのを先ほど申し上げましたけれど

も、令和４年度に商工会議所のほうで、各種事業所

においてのこのキャッシュレスの導入についてのお

考えのアンケートを取っております。この時点では、

サービス業で申し上げますと、78％の店舗が扱って

ないというアンケート結果になっております。これ

から令和４年度から３年間たっておりますので、今

回、またそのようなアンケートを取る中で、事業者

様のほうの今の状況、あわせて、必要性、課題とい

うのを整理させていただきたいと考えております。 

○６番（西田憲智君） 顧客ニーズがやっぱりこう

高まっていかなければ事業者として投資するという

ことにはならないのはよく分かっているんですが、

鶏が先か卵が先かという議論になれば、投資できる

ところを先に投資して、しっかり体制を整える、整

備するというのは大事な視点かなという意味で質問

をいたしました。 

 次に、デジタル機器の利用に不慣れな方や、地域

格差にスポットを当てて、取り残されることがあっ

てはならないと考えております。 

 まず、現段階で全ての市民の方々が即時キャッシ

ュレスに対応できるわけでもありません。デジタル

リテラシー、いわゆるデジタル技術を理解して、安

全かつ効果的に使いこなす知識、スキル、判断力と

いうのには、差がないように進めないといけないと

思いますが、これはプログラム化、また、支援が必

要と考えておりますが、こういったいわゆる弱者と

言われる方々にとっての支援、サポートというお考

えをお伺いいたします。 
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○総務課長（長畑正博君） キャッシュレス決済支

援についてであります。 

 キャッシュレス決済の普及は、市民生活の利便性

向上はもとより、市内事業者の新たな事業展開にも

つながる未来への投資として重要な取組であると認

識はいたしております。 

 現在、ＤＸ推進計画に基づきまして、まずは市役

所窓口におけるキャッシュレス化を導入したほか、

デジタルデバイド対策としまして、キャッシュレス

決済で必要となってくるスマートフォンの使い方教

室を市内のほうで出前講座として開催をいたしてお

ります。 

○６番（西田憲智君） 今、庁内で行っている、そ

ういった対策についての対応というところはよく理

解できますが、いわゆるこれを市内全体に広げると

いう意味では、庁内だけの今の取扱いによる、いわ

ゆる対策というところだけではなかなか進んでいか

ないんだろうなと認識をしております。 

 したがって、今後、様々な地域単位であったり、

いろんなところで、やっぱりこのようなことという

のは、いろいろ見識を深めながら支援を進めていく

ということが必要ではないかと感じますが、そこら

辺どうですか。 

○総務課長（長畑正博君） 現在、先ほど申し上げ

ました本市が定めておりますＤＸ推進計画に基づき、

デジタルデバイド対策としまして、地域のデジタル

化、こういった項目があります。その中で、スマホ

教室等も開催をしているところであります。 

 しかしながら、今後は地域経済全体の活性化とい

う、より発展的な視点も議員お説のとおり必要とな

ってまいります。 

 このため、長期的な視点に立って、全庁的な方針

や関係機関との連携体制を整理した上で、取組の方

向性について、また、次期ＤＸ推進計画が９年度か

らとなります。来年度はそういった策定する時期と

なりますので、そういった計画を検討する段階にお

いても、様々検討していきたいと考えております。 

○６番（西田憲智君） 庁内、もちろんＤＸについ

ては、職員の事務の効率化だったり、市民サービス

の向上というのが念頭にありますけれども、いわゆ

るまちに出ると、これが結局強みとか武器になると

いうことを踏まえて、ぜひ計画を力強く進めていた

だきたいと期待をいたします。 

 次に、ちょっと視点を変えて、人もそうなんです

けれども、その中で全ての世代というのを対象にで

きるかどうかはまた置いておきながら、キャッシュ

レス化を推進するには、戦略がやっぱり必要なんだ

ろうと感じています。 

 例えば世代ごとのニーズに合わせたキャッシュレ

ス支援、プログラムというのを企画、もしくは取組

というのを進めるということについてのお考えをお

伺いいたします。 

○総務課長（長畑正博君） 世代ごとのそういった

プログラム支援につきましても、現在のところそう

いった、特に施策として行っていないところであり

ますので、今後策定していく次期ＤＸ推進計画の中

においてもしっかりと議論をしていきたいと考えて

おります。 

○６番（西田憲智君） この項につきましては、な

かなか今計画として施策がないというような回答が

続いておりますが、さらに視点を変えて、今、世代

的な人の話もしましたけれども、やはりこのデジタ

ル化によって、弱くなるのは、やはり、市街地以外

の地域がエリアとしては、弱いんじゃないかなと感

じています。 

 そのＤＸ推進計画も含めて、ぜひそこら辺にも地

域格差の起こらないような、解消になるような施策、

また、恩恵のない地域をつくらないということを念

頭に入れて、地域ごとのキャッシュレス化の支援プ

ログラムというのを進めていただきたいなと期待を

いたします。 

 次に、地域イベントでのポイント還元について質

問を入れておりますが、この件につきましても、還

元事業のメリットというのは、利用者にとって地域

振興券の事前の購入というのが不要であったり、加

盟店全てが利用できるというところであったり、対

象店舗につきましては、事業参加の事務負担がない

ということや、売上げが上がるというようなメリッ

トもあります。 

 事務局につきましても、事務局の負担軽減という
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のもある中で、こういったキャッシュレス、こうい

ったイベント等についても幅広く周知ができるもの

でありますので、こういった還元についての取組に

ついて、今のところ施策はないのかもしれませんが、

お考えをお伺いしたいと思います。 

○総務課長（長畑正博君） 地域イベントにおきま

すポイント還元についてであります。 

 キャッシュレス決済の利用を市内全域に広げてい

くためには、市民の皆様が使ってみたい、使うと便

利でお得だと実感できる、分かりやすく魅力的なき

っかけづくりが有効であると考えております。 

 その意味で、御提案されていますポイント還元に

ついては、消費を喚起し、利用者を拡大する上で、

一つの手法となり得ると認識しております。 

 今後の検討に当たりましては、他の自治体での先

進事例、さらには本市でこれまで実施してまいりま

した各種事業、イベント等との親和性や市民のニー

ズ、これも考慮しながら、持続可能で効果的な仕組

みづくりに取り組む必要があると考えております。 

○６番（西田憲智君） 先の取組の話ということで

すので、やはり行政が主体的になってリードしてい

く、それに地域が引っ張られて、一緒にこのデジタ

ル、キャッシュレス、いろんなこの取組が進むとい

うのを期待したいと思います。 

 次の（３）のほうに移りたいと思います。 

 ここにつきましては、もう具体的に二つのことに

ついてお伺いをしていきたいと思います。 

 昨日もやり取りがありましたけれども、プレミア

ム付商品券、紙ベースが悪いということを言ってい

るわけでもございません。せっかくこの一つの財源

の中で取り組むのであれば、先ほど言いましたよう

に、市長も、本日の答弁の中で、同じ事業、施策も

進化させていきたいんだという答弁もありましたよ

うに、やはりこれから先を踏まえて、この一つの、

あくまでも手段ですけれども、進化させていくには、

電子版の商品券やデジタル地域振興券の取組によっ

て、いわゆるプレミアム付商品券がデジタル化され

るという取組にもなると感じています。 

 この取組について、改めて取り組む、もしくは推

進するお考えがないかをお伺いいたします。 

○水産商工課長（榎並哲郎君） 今回の交付金の中

で電子版の商品券事業についての御質問であったか

と思います。 

 今回の国の交付金につきましては、これを活用し

た形での商品券事業を実施する場合は、高齢者など

電子商品券に不慣れな利用者への配慮等を踏まえま

して、今回は紙ベースでの商品券事業を行いたいと

考えております。 

 速やかに市民の方々のほうにお配りしたいと考え

ております。 

○６番（西田憲智君） いわゆるデジタルのデメリ

ットというところに、やはり、高齢者の方々やなか

なかこの扱いが難しい方々もいらっしゃるというの

は認識しております。 

 私の考えはせっかくこのような財源によって事業

ができるのであればデジタルを進める中で、大多数

の方々は、このデジタルを対応できるんじゃないか

なと思います。 

 その他の一部の方々については、これは取り残さ

れてはいけませんので、個別にいろんな対策という

のはできないものかという考えであります。 

 メリットばかり言ってもしょうがありませんが、

利用者については、現物管理が不要であったり、１

円単位までの買物が可能になるということや、対象

店舗や事務局においては、いわゆる換金事務の不要、

いわゆる手間が省けると。 

 また、事業途中での売上げの確認等々ができて、

いろんな要するに見える化、データについても分析

ができるといういろんなメリットもあります。 

 また、デジタルの強みとしましても、利用状況の

いわゆる可視化ができるということや、得点や還元

によってキャンペーン利用の促進がまた図られると

いうこともありますし、地域経済の活性化と自立に

つながったり、運用コストの削減、住民と行政の接

点の増加や地域情報の発信にもつながると、非常に

メリットも多いと感じています。 

 ぜひできないということにとどまらず、何かでき

る施策を考えながら、今後取り組める環境をいち早

くつくることで、この本市のいわゆる、ＤＸ推進を

進めるだけが能ではございませんが、いろんなやっ
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ぱり効果がある、メリットがあるということを踏ま

えて、取組を進めていただきたいなと感じておりま

す。 

 ちなみに、もう先ほど回答をもらいましたので、

他市では５市１町がいわゆるこのデジタル化の商品

券や地域振興券に取り組んでいるということだけ御

報告をしたいと思います。 

 地域通貨ペイについてお伺いいたします。 

 以前の一般質問の答弁の中で、またこの件につい

ては、研究をしていくという答弁もいただきました

が、その後この地域通貨ペイについては、どのよう

に今評価をされて、どのような取組を検討されてい

るかをお伺いいたします。 

○水産商工課長（榎並哲郎君） 地域通貨ペイ事業

についてでございます。 

 市独自の地域通貨につきましては、令和６年度に

市ＤＸ推進本部会議において検討いたしました。 

 導入コストや今後の自走環境を整えるために検討

いたしましたけれども、導入コストや、今後の自走

環境を整えるために必要な加入店舗数や利用金額な

ど、解決しなければならない課題もあったことから

導入を断念した経緯がございます。 

 また、ほかの民間事業者による地域通貨事業のシ

ステムを活用した導入についても、デジタル化に不

慣れな店舗や利用者への配慮等の課題について、現

状把握や整理、精査した上で、事業実施について検

討を行ってまいりたいと現在は考えております。 

○６番（西田憲智君） この件についてもやっぱり

コストというところが出てきますけれども、ここも

前向きにやっぱり捉える必要があるなと思います。 

 また、これは民間事業者だけのお話じゃなくて、

やっぱり庁内というところも一緒に連携していけば、

このいわゆるコストというところが、ひょっとした

らそういう試算が変わってくる可能性もあると考え

れば、これについても引き続き検討していただきた

いと思いますし、本市ではいろんな例えば高齢者の

元気度アップ・ポイントであったり、いろんな補助

金についても、いろんなやっぱりいわゆる通貨だっ

たり、ポイントを利用しておりますので、これらも

複合的に考えて、また、研究していただきたいなと

思います。 

 最後、市長にお伺いいたしますが、このキャッシ

ュレス推進については、社会やこれからの取組によ

って既存の課題を解決することができることであっ

たり、先ほど言いましたように新たな未来を創造で

きるという利点もあります。 

 以前取り上げましたＤＸ推進の際は、総務課ＤＸ

推進係を中心に議論をさせていただきましたけれど

も、やはり担当者だけでするというのは限界があり

ますし、不可能でございます。 

 キャッシュレス化やＤＸを推進させるには、庁内

全ての課が前向きに取り組んでもらう必要があるた

め、角度を変えて質問をしてきましたけれども、こ

れらの取組については、単年度でできるものでもあ

りません。 

 市長、我々も含めて、次の改選４年間の中で、段

階的に実現していかなければならない本市にとって

発展的な重要な取組だと認識をしております。 

 短期、中期、長期と、全体設計の中で実施のロー

ドマップを作成して、関係機関との連携体制を整備

させ、力強く、スピーディーに推進させていくため

には中屋市長の大号令というのは必要不可欠と考え

ますが、市長の見解をお伺いいたします。 

○市長（中屋謙治君） 現在、本市においては、Ｄ

Ｘ推進計画という、こういう段階であります。専ら

は庁内のデジタル化をどのように進めるかという、

こういうことであります。 

 先ほど担当課長のほうからも報告しましたが、こ

のキャッシュレスであったり、あるいはデジタル化、

どこを目指していくのかなという、ここがなかなか

捉えにくい部分があります。 

 そして、これを導入するに当たって、例えばキャ

ッシュレス化、我々もそうですが、事業者の皆さん

方も手数料というのがかなり負担になるなと。お聞

きしますというと３％を超える手数料がという。今

我々が持っている数字では3.25％、これは事業者側、

公共料金であれば市のほうがこの経費を負担すると

いう話でありますので、初期投資、それから、実際

これが運用されるようになってからのこの３％を超

える手数料を誰がどんなふうに負担するんだろうか
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という、こういうことであろうかと思っております。 

 いずれにしましても、大きな変革をする事業であ

ります。庁内の連携を図りながら、力強く推進して

いく、このことが必要であろうと思います。 

 そして、あくまでも、この将来のゴールをどこに

据えるかという、ここら辺がまだちょっと私どもも

勉強が必要だと思っておりますので、キャッシュレ

ス化、あるいはデジタル化、そして、何を求めてい

くのかという、ここら辺をしっかりと整理しながら、

今回御提案ありましたキャッシュレス化、デジタル

化、庁内を含め、それから、市内の事業者を含めて、

計画をつくっていく、このことが必要であろう、そ

ういうふうに思っているところでございます。 

○６番（西田憲智君） 事業者においても取り組め

る業種というところもあれば、まだまだ取組が進ま

ない業種もあると同時に、先ほど市長も言われたよ

うな課題ももちろんあります。 

 でも、進んでいるところもあるということを考え

たら、いわゆる手数料を払ってでもやはり消費者ニ

ーズ、もしくは市民ニーズというところをしっかり

取り組む必要がある時期というのは必ず来ると思い

ますし、先ほど３％の手数料と言いましたけれども、

まだ安い手数料のところもありますし、いろんなと

ころも研究していただいて、導入できるところから

スタートしていただきたいなと期待をいたします。 

 次は４番のほう、（４）に移らさせていただきま

すが、社会構造の変化によって将来の社会保障に対

しての公的年金制度への不安だったりだとか、イン

フレによってお金の価値が下がっていくということ

などから、効率的な資産形成やインフラの実現など

に役立てる必要があるという一方で、成人年齢の引

下げや金融トラブルの低年齢化という、やっぱり身

を守らないといけないという知識、判断力というこ

ともございます。 

 現在も進めていると思いますが、この学校教育の

中で金融リテラシー教育をさらに充実させるお考え

はないかをお伺いいたします。 

○学校教育課長（西村喜一君） 金融リテラシー教

育についてでございますが、金融リテラシー教育は、

子どもたちが将来、経済的に自立し、よりよい生活

を送るために必要な金銭に関する知識や判断力を身

につける教育でございます。 

 最近ではインターネットを使ったフィッシング詐

欺とか、クレジットカードを悪用した犯罪、そして

また、電子マネーやキャッシュレス決済、そして、

デジタル通貨などの広がりで、金融リテラシー教育

の必要性がさらに求められているところでございま

す。 

 そのために小・中学校では、基礎的な知識を高め

ていくことが大切であり、児童生徒の発達の段階に

応じて、家庭科や社会科を中心に、消費者教育や租

税教育など、金融経済に関わる基礎的な教育を実施

しているところでございます。 

 具体的には、小学校では、金融リテラシーの基盤

となるお金の役割、そして大切さについて、お店屋

さんごっことか、遠足での買物体験、そして修学旅

行でのお小遣いの使い方などの体験を通して、売買

契約の基礎や仕組みなどを学んでいるところでござ

います。 

 中学校では、消費者教育や租税教育など、小学校

で学習した内容をさらに深めており、家計や貯蓄な

どライフプランニングを含む学習を行っているとこ

ろでございます。 

 今後も子どもたちが金融や経済について、将来の

生活に必要な知識や判断力を身につけられるよう、

これらの取組を継続していくとともに、児童生徒の

発達の段階に応じて、事業や行事の中での体験活動

や、税務署などの外部講師を招聘するなど、関係機

関と連携を図りながら充実させていきたいと考えて

おります。 

○６番（西田憲智君） 学校における今、金融教育

は課長から説明でよく分かりましたが、課題がやっ

ぱりあるわけなんですね。 

 学校ごとにやっぱり教育内容やレベルに差が生じ

る可能性というのもあるというのが１点と、やっぱ

り大人の知識不足、先ほど、税務署や専門機関の方

に入っていただくというのもありましたが、教育者

も専門的知識が不足しておりますし、保護者も教育

というのはなされてないので、なかなか知識という

のが、知識や経験が少ないということがある一方で、
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課題を踏まえて将来を見据えた実践的な体系的な教

育というのが必要なのではないかと思いますが、い

かがでしょう。 

○学校教育課長（西村喜一君） 金融リテラシーに

は、使う、ためる、そして、稼ぐ、増やす、備える、

借りる、こういったことがあると思いますが、小・

中学校におきましては、やっぱりこの使うとか、た

める、お金の大切さ、お金の仕組み、そういったも

のをしっかりと身につける必要があるなと思ってい

るところでございます。 

 ですので、今、高校で増やすとか、借りるとか、

備える、保険関係ですね。そういったような金融リ

テラシー教育を進められているようですけれども、

小学校では、まず基本となる、先ほど言ったような

ところを確実に身につけさせるようにしていきたい

と思っております。 

 そんな中で、今おっしゃられたように、講師とし

て、今、租税教室で、税理士とか、税務署の方、そ

して、公益社団法人の串木野日置法人会の方も来て

いただいたりというところもあります。これ以外に

も必要に応じて、銀行員とか、あとはファイナンシ

ャルプランナーの方とか、会計士の方とか、そうい

った方々も場合によっては呼ぶこともできるように

なるんじゃないかなと思います。文科省もＪ－ＦＬ

ＥＣという金融経済教育推進機構というのがありま

して、そこからの派遣もしますよというようなこと

もなされているようですので、今後、そういったと

ころも含めながら、各学校に検討もするように指導

していきたいと思っています。 

○６番（西田憲智君） やはり地元にもいろんな専

門知識を持った、いわゆる銀行の方々だったりいら

っしゃるので、ぜひそういったのを活用しながら、

子どもたちの金融に対する教育を進めていただきた

いなと思います。 

 次に、２番、交通（自転車）についてを進めてい

きたいと思います。 

 今回の法改正によって、改めて取り上げましたけ

れども、この法改正の目的は交通事故の減少と安全

な社会の実現でありますので、そこを絡めて質問を

いたしたいと思います。 

 11月末段階で本市在住の外国人は547人とホーム

ページに記載があります。うち留学生が85人、留学

生は神村学園等々で、校内の指導を行っていると認

識しております。しかし、その他462人の外国人の

方々は、果たしてこの交通ルール等々含めて、理解

しているのだろうか、もしくは困っていないんだろ

うかと感じております。 

 そこで、本市外国人が利用する自転車の交通ルー

ル等でトラブルや課題等々がないのか、また、本市

在住の外国人に向けた自転車交通に対しての本市の

指導もしくは支援策というお考えはないかをお伺い

いたします。 

○まちづくり防災課長（宮持大作君） 2026年４月

に自転車の交通違反に交通反則通告制度、通称青切

符制度が導入され、16歳以上の対象者に対して、反

則金を納める制度が開始されます。これにより、赤

切符制度と呼ばれる刑事手続の負担の軽減と、違反

者に前科がつくことなく、実効性のある責任追及が

可能となります。 

 例としましては、携帯電話の使用は１万2,000円、

信号無視、右側通行は6,000円、一時不停止は5,000

円、２人乗り、並走は3,000円などとなっておりま

す。 

 しかし、危険性、迷惑性が高い悪質、危険な違反

であったとき、または交通事故を起こしたときは、

刑事手続となります。 

 市内在住の技能実習生につきましては、所属する

事業所を通じて周知を図ることが有効であると考え

ております。 

 令和５年４月の自転車乗車時のヘルメットの着用

が努力義務化された際には、各事業者が周知を行い、

ヘルメットの着用が促進されました。 

 来年４月からの青切符制度につきましても、早め

の対応をしていただけるよう、市としましては、い

ちき串木野警察署と協力して、広報紙等による広報

活動を実施し、交通ルールの遵守啓発を行ってまい

ります。 

○６番（西田憲智君） 今のようないろんな様々な

ルールの中で広報活動だけで、いわゆる理解が深ま

るのかな、困り事が解消できるのかなという疑問が
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残ります。 

 課題として、いろんなところで予期されることが

一つ目に教育施設の問題、いわゆる公道でそういっ

た教育ができないので、なかなか実態でイメージが

湧かないというところが１点。 

 やはり、外国人ですので、言葉の壁もしくは会社

の規模等々によって、なかなかその１団体１企業で

は取り組めないんだという、限界があるんだという

ことであります。 

 これは事業者の責任というのは十分あると理解は

しておりますが、連携した取組で効果というのは高

まるんじゃないかと感じております。 

 そこで、行政機関が窓口になって、先ほどありま

したように警察等々との連携をして、例えば自動車

学校等の協力依頼によって交通安全指導等の充実が

図れないものかというのを含めてお伺いをいたしま

す。 

○まちづくり防災課長（宮持大作君） 以前、市内

の事業所におきまして、市来警察署と出前事業を行

ったときがあります。その際には、企業の担当者の

方が、従業員の外国人に対しまして「皆さん方は日

本に仕事に来ている、お金を稼ぎに来ているんだか

ら、つまらない交通違反なんかを起こして、違反を

しないようにしてくださいね」とおっしゃられると、

皆さんやはり、自分のことのように納得されていら

っしゃいました。 

 また、神村学園につきましては、串木野自動車教

習所を使いまして、交通ルールの遵守として、自転

車の乗り方教室のなども行っておりますので、また、

今後必要とあれば、そのような活動も行っていきた

いと考えております。 

○６番（西田憲智君） 神村学園にそういった実績

があるということを踏まえれば、やはり外国人の交

通ルールのトラブルというのはあると思うんですよ

ね。今のような事業所、学生、事業所主体というと

ころで、なかなか解決できないので、このようなふ

うに取り上げているということを踏まえて、ぜひ連

携した取組というのを、多文化共生の観点からも進

めていただきたいなと感じるところです。 

 また、神村学園さんには通訳していただける方々

もいらっしゃいますし、そういうところの活用等々

含めて、自動車学校と協議が深まればいいなと期待

をいたします。 

 時間もなくなりましたので、前に進めたいと思い

ますが、高齢者、自転車愛好者についての支援策も

外国人と同じだと思いますが、１点だけ言えば観光

客の方については、今市内にレンタルサイクルがあ

ると思うんですが、レンタルサイクルにヘルメット

が常備されてないと思うんです。観光客はヘルメッ

トを持って観光されないので、これについても様々

なこの安全に対する対策をしてほしいなと、これは

お願いだけしておきます。 

 次に、２番目に自転車の通学生や児童に対する取

組についてですが、昨日も先輩議員のほうで一般質

問がありましたとおり、様々な課題はあると思いま

す。 

 自転車で通学している生徒に対しての安全性や交

通ルールの指導ということは、共通してできている

のかどうかというのをお伺いしますが、中学生にな

れば車道を走らないといけないと道路交通法でなっ

ているんですが、ここら辺についても含めて共通に

対する指導を教えてください。 

○学校教育課長（西村喜一君） 令和８年４月１日

から道路交通法の一部を改正する法律が施行されて、

自転車への交通反則通告制度が導入されているとこ

ろでございますが、このことにつきましても、自転

車ルールブック、リーフレット等を用いて、令和７

年10月に各学校に周知しております。 

 それとともに、保護者に対してもＰＴＡなどの場

において、周知を依頼しているところでございます。 

 自転車の乗り方を含めた交通安全指導については、

各学校において、毎年、警察やまちづくり防災課の

職員の方、そして、スクールガード・リーダーなど

を招いて、各学校の実態に応じた交通教室を実施し

ているところでございます。 

 今年度も全ての学校で自転車通学生以外の児童生

徒も含めて、自転車の安全な乗り方が確認できるよ

う、映像や体験的な活動を交えながら、交通ルール

に関わる指導を行っております。 

 あわせて、各学校では長期休業に入る前などに自
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転車を利用する際の乗車ルールを守ることの重要性

について繰り返し指導を行っているところでござい

ます。 

 今後も引き続き、警察やまちづくり防災課、交通

安全協会など、関係機関と連携し、児童生徒の自転

車乗車に係る安全意識の向上を図るとともに、保護

者への周知を図っていきたいと考えています。 

 また、先ほどありました、車道をという話でした

が、基本的には交通ルールに従ってやっていくんで

すけれども、13歳未満は歩道を走れるというところ

もありますので、そういったところで、各学校の実

態に応じて、そして、学年に応じて指導していると

ころでございます。 

○６番（西田憲智君） 通常の自転車のマナーにつ

いて保護者が説明責任を持って行うべきなんですが、

通学に自転車を使用させているということであれば、

やはり学校、もしくは教育委員会に対する、そうい

った指導の責任もあると認識をしております。 

 先ほど車道の話をしましたが、なかなかまだ徹底

できてないとこもあると思います。しっかり保護者

と学校と連携をしながら、子どもたちの事故が起き

てからではもう取り返しがつきませんので、そこも

含めて指導していただきたいと感じています。 

 次に、中学校２キロ以上通う生徒については、自

転車通学を許可されていると思いますが、今回、中

学校の統合に伴って来年４月から串木野中学校に通

学するスクールバス利用以外の２キロ以上で自転車

を利用する方々の生徒に対する取組についてお伺い

いたします。 

○学校教育課長（西村喜一君） 新しい串木野中学

校における自転車通学についてでございますが、７

月に開校準備委員会の教務部会というところで、各

校長先生方、教頭先生方を集めて、話し合って、協

議して、そして、９月の開校準備委員会で確認した

んですが、今現在、串木野中学校は自転車による通

学を認めておりません。新しい串木野中学校になっ

た場合にも、自転車の通学は認める方向ではないと

いうことで確認をしているところでございます。 

 ですので、今現在、自転車通学を認めている学校

は、羽島中と生冠中と市来中でございますが、なの

で、来年度以降は市来中のみということになると思

います。 

○６番（西田憲智君） 新しく統廃合になって、自

転車通学、いわゆる２キロ以上でスクールバスが利

用できないという生徒もいると思うんですが、これ

については、今、市来中で、いわゆる現行のルール

があると思うんですが、これと、いわゆる公平でな

いと感じるんですが、そこについては、皆さん同意

というか、もう了解した上での決定なのかをお伺い

いたします。 

○学校教育課長（西村喜一君） 今申し上げました

ように、市来中学校で認めているということでござ

いますが、各学校においてはその実態が全然違うも

のですから、まちの状況であったりとかですね。で

すので、各学校の判断によるものと自転車通学はな

っております。 

 それを踏まえて、今回、教務部会でそういった話

をしたということになります。 

○６番（西田憲智君） 片や、スクールバス、片や

２キロ以上でも歩いてこいというのも、不公平感が

ないように進めていただきたいなという思いもあり

ます。 

 また、最後に、小学校３年生から公道でも自転車

が利用できますよね。課題として、そういった安全

教育の時間が足りないとか、対象年代が一括になっ

ての教育指導であるとか、公道でのイメージがなか

なかできないということで、非常にこの教室が年１

回では不十分じゃないかということを感じるんです

が、そこら辺についての評価はいかがでしょうか。 

○学校教育課長（西村喜一君） 全校で行う交通安

全教室は、やはりこの４月、５月のあたりで行うと

いうことになっておりますが、先ほどもちょっと途

中で申し上げたんですけれども、それぞれ長期休業

中の前、そこではまた具体的に例を示しながら、各

学校で、各学年の発達の段階に応じて、それぞれ指

導しているところでございます。 

○６番（西田憲智君） やはり命に関わることです

ので、ぜひ子どもたちからそういった事故が起きな

いようにしっかり指導を進めていただきたいとお願

いして、一般質問を全て終わりたいと思います。 
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○議長（松崎幹夫君） 次に、福田清宏議員の発言

を許します。 

   ［13番福田清宏君登壇］ 

○13番（福田清宏君） これより先に通告いたしま

した事項について順次質問を行います。 

 １番目は、高齢者の支援対策についてであります。 

 物価の高騰等に対応し、ゆとりのある生活を送っ

ていただくために、本市独自の取組として、国民年

金受給者に給付金の支給はできないか、お伺いをい

たします。 

 以上で、壇上からの質問を終わります。 

 市長の答弁をいただき、その後の質問は質問者席

から行います。 

   ［市長中屋謙治君登壇］ 

○市長（中屋謙治君） 福田清宏議員の御質問にお

答えをいたします。 

 年金制度は、賃金や物価の変動に応じて年金額の

改定が行われております。ちなみに、令和６年度は

2.7％の引上げ、そして、令和７年度が1.9％引き上

げられております。 

 また、あわせまして、マクロ経済スライドにより

ます調整により、実質的に減額となっている状況に

鑑み、令和元年度には、消費税引上げを契機に、低

所得者の生活支援を目的に、年金生活者支援給付金

というのが恒久的に制度化されております。 

 同様に、物価の変動に応じて支給額を改定する仕

組みとされているようでございます。 

 このように、国において年金財政の持続性を基本

として運用措置されているものであり、市において

独自に国民年金受給者へ恒久的に給付措置を行うこ

とは、年金種類間の公平性の観点からも困難だと考

えます。 

 しかしながら、今回、国の交付金の活用に当たっ

ては、昨日来、御質問にお答えいたしておりますよ

うに、商品券の発行を予定しているところであり、

その中で、高齢者の皆様方へその支給として上乗せ

などの方法ができないか、そういう形で支援できな

いか検討してまいりたいと考えております。 

○13番（福田清宏君） 社会保険でありますから、

なかなか難しいということは分かっておりながら、

あえて御質問をしているんですけれども、まず、今

年の８月頃に国民受給者の数はというお聞きの中で、

およそ900人ぐらいと。そして６年度の国民年金の

満額が月額で６万8,000円ですが、年間81万6,000円

ということになりますので、それ以下の年金の受給

者はということでお聞きしたところが、およそ

1,600人いらっしゃるというようなお答えをいただ

いたことでもありますけれども、仮に月額5,000円

といたしましても、年間６万円、1,600人では9,600

万円という財源が必要なわけでありますけれども、

令和７年度の当初予算において人口減少、少子化対

策にいたしまして、三つの無償化の事業が計上され

ました。すなわち学校給食の無償化事業に１億

1,269万円、子ども医療費無償化事業に１億585万円、

保育料無償化事業に5,607万円、合わせて２億7,461

万円の事業費となりますが、先ほど申し上げました

ような年金受給者の皆さん方が子育てをする頃には

なかった制度でありますが、現在の年金者の皆さん

方の生活に鑑みれば、この三つの無償化事業の３分

の１の財源をどうにか工夫していただくと、この事

業化ができるんじゃないかと思って質問をしており

ますけれども、その点については、先の答弁と変わ

りませんでしょうかお伺いいたします。 

○市長（中屋謙治君） 壇上からも申し上げました

ように、これは年金制度の中での話であろうかと思

います。 

 ちなみに、本市におきます老齢基礎年金の受給者

でございますが、直近の数字で9,994人という数字

になっているようでございます。このうち、年金生

活者支援給付金、毎月5,000円の上乗せであります

が、この受給者は1,551人という。壇上から申し上

げましたように、年金は毎年スライドがございます。

そして、令和元年度消費税導入に当たって、低所得

の年金生活者に5,000円の上乗せ、これが本市でも

って1,500人あまりという、こういうことでの制度

であるようでございます。 

 なかなかこの年金制度を越えて、本市独自でとい

うのは難しい側面が強いなと。それで今回、商品券

発行に当たって、高齢者の皆さん方の窮状を勘案す

る中で、何なりの措置というのができないもんかな、
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これを今検討しているという、こういうことでござ

います。 

○13番（福田清宏君） 商品券を発行の上乗せって

大変ありがたい話でありますが、加えて年金生活者

支援給付金なんですけれども、月額5,450円なんで

すが、これは保険料を納付した月数によって計算さ

れるので、月定額の年金受給者にとっては5,450円

よりもうんと下がる数字で支給されるというのがこ

の制度なんですね。だから一律に5,450円じゃない

んですよ。その辺がやはりいろいろとあるように思

いましたので、あえてこう言って月額６万8,000円

以下の皆様については、市のほうで少し上乗せでき

ないのかなという思いから質問しているようなこと

でございます。 

 昨日の同僚議員の質問の中でもプレミアム付商品

券を購入できない方々がいらっしゃるとかいう質問

もありましたし、市長の答弁の中にも、人口減少、

少子化対策の成果が生まれるのは18年から20年先で

あろうという話もありました。 

 国民年金受給者の方々は、もう明治生まれの方は

少なくなっておりますし、大正、昭和生まれが主流

でありますが、昭和元年から100年目の今年であり

ますが、戦前、戦中、戦後の厳しい時代を生き抜い

てこの時代に生まれ、育てられて、親となってまた

子どもを育ててきた方々であります。動物の中で孫

を育てることに関わるのは人間だけである、よく耳

にするところでありますが、子どもたちの成長の過

程において、祖父母、おじいちゃん、おばあちゃん

たちの長年にわたり培ってこられた知恵や体験に学

ぶことは多く、それゆえに、大切にしていかなけれ

ばならないと思っております。 

 三つの無償化の事業は緒に就いたところでありま

すので、この先しばらくの間は、国民年金受給者の

方々が、ゆとりのある生活を送り、元気にお暮らし

をいただくよう願い、手だてをしていかなければな

らないのではなかろうかと思うところであります。 

 そのために、国の重点支援特別交付金に食料品価

格高騰に対する4,000億円の特別加算がなされると

のこともありますけれども、多くの種類がある交付

金にふるさと納税寄附金等を合わせて財源を見つけ

て、本市独自の取組を、社会保険制度ではあります

けれども、本市独自の取組として実施できないのか、

しつこいようでありますけれども、重ねてお伺いを

いたします。 

○市長（中屋謙治君） 年金制度はかなり難しいと

いうか複雑な仕組みになっているようでございます。

その中で、平成29年８月には年金の受給期間が改正

されているようでございます。従来25年だったもの

が10年という、こういうことで制度改正がございま

して、この変更に伴って、国民年金だけではなくて、

厚生年金の方でも、その額よりも低いという、こう

いういろんなケースがあるようでございます。 

 なかなか年金制度に市独自でというのは難しい側

面がありますので、それ以外で高齢者の皆さん方に

何なりの支援というのが、先ほど申し上げたような、

そういう方策はないものかという、こういうことで

今検討をしているということで御理解いただきたい

と思います。 

○13番（福田清宏君） 年金制度という流れの中を

踏まえながら、あえて質問をしておりますので、そ

ういうふうに商品券の上乗せということのお考えも

お示しをいただきましたが、いずれにしても、この

高齢者の皆さん方、国民年金をはじめとして、最高

でも月６万8,000円、こういう中で、スーパーのチ

ラシを見ながら、朝早くから行列されて、買物され

ているあの姿を見ると、どうしてもこういったよう

な質問をせざるを得ない、そういう心境であります

ので、どうかそういう今、市長が御答弁いただきま

した内容をもって積極的に進めていただきたい、こ

ういうふうに思うことであります。 

 次に、進ませてください。 

 次は、空き地の除草についてであります。 

 その一つ目は、空き地等に生い茂る雑草の除草の

相談に対する市の対応と施策についてお伺いをいた

します。 

○市民生活課長（西久保敏彦君） 空き地等に茂っ

ている雑草等の対応についてお答えいたします。 

 市への除草の相談は年間約100件あり、相談が寄

せられた場合に、現地調査を実施し、該当する土地

の所有者を特定した上で、適正な管理を促す通知を
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送付しております。 

 通知には、現地の写真を添付するとともに、シル

バー人材センターや、造園事業者の一覧表を提供し、

管理の改善を促しております。 

 こうした取組により、通知を受けた所有者が速や

かに対応するケースもございます。しかしながら、

空き地に関する苦情件数は依然として一定数存在し、

課題が継続している状況にあります。 

○13番（福田清宏君） 課題が継続しているんです

よね。だから職員も大変です。 

 そういうこともありまして、次の項にちょっと進

みますが、あえて２番目には、空き地等の除草につ

いて、生活環境の整備や美化運動の一環として、自

治公民館やまちづくり協議会等と合議の上に、必要

経費を支給し、この経費は、土地所有者の固定資産

税とともに請求する形を取る、仮に美化条例の制定

はできないか、お伺いをいたします。 

○市民生活課長（西久保敏彦君） 管理が不十分な

空き地を解消するための美化条例の制定についてで

あります。 

 空き地の雑草や樹木には、土地所有者の責任が生

じるため、空き地の適正管理は、土地所有者自らが

行うべきものであります。 

 御提案いただいた条例の制定は、市有財産の管理

を伴う内容であるため、所有者の同意なしで除草作

業を実施し、費用を請求することは法的な問題が発

生することも予想され、実施できないものと考えて

おります。 

 しかしながら、管理されない空き地の解消は環境

美化のため重要なことであるため、今後、除草の実

施に同意された土地所有者に関しましては、事業者

等への手配の一部を市が行うなどの手法を検討し、

管理されない空き地の解消に努めていきたいと考え

ております。 

○13番（福田清宏君） 立派な推進条例があるんで

すけどね、いちき串木野市市民の手による美しいま

ちづくり推進条例、ずーっと見てきましたけど、よ

うやく７条のところに雑草が繁茂したときには、刈

取り等の必要な措置を講ずるよう努めなければなら

ないという努力目標が書いてあるようでありますが

ね、これでは職員が難儀なんですね、今のところ。

職員が困惑していると同様に、この雑草の生い茂る

土地の近隣にお住まいの方々はもう大変な困惑なん

ですね。やっぱこれはどうにかやっぱりせないかん

のじゃないかと思います。 

 さっき同意がということで、もちろん同意をいた

だく文書は出さないかんですよ。だけど、今のこの

条例からいくと、９条は指導、10条は改善勧告、11

条は改善命令となっていますが、いずれも文書口頭

だけなんですね。過料はないんですよ。ずっと見て

いくと14条に過料がありました。ところが、この過

料は11条に規定する改善命令を受けて、これに従わ

なかったものに対し２万円以下の過料を科すという

ことができる規定ですが、残念なことに該当者はご

み等や吸い殻をポイ捨てした者という、ここに限ら

れているんですね。これ変えられませんか、雑草を

放置した者ということに。そして、過料をかけるな

り、さっき言った必要経費は請求するよという、そ

ういう文書を据えてやりますよと。 

 固定資産税の請求のときに合わせて請求いたしま

すよと、できませんかね、こういうこの条例がちゃ

んとあるのに、少しだけ文言を加えるとか、変えれ

ば、市長の権限で、改善命令が出せるようになって

いますが、ここに草刈りは、刈取りは入れることで

きませんか。どうですか、お伺いします。 

○市民生活課長（西久保敏彦君） ただいま美しい

まちづくり推進条例の過料の件に関して御質問があ

りましたが、こちらに該当している過料につきまし

ては、ごみのポイ捨てなどにつきましては、軽犯罪

ということで、犯罪として定められている部分にな

ります。 

 ただ空き地の雑草につきましては、所有者の管理

の下ということが一義的に求められているもので、

法律の定めがないところであり、同意を得ぬままの

作業を行うと、先ほど申し上げたとおり、法的な問

題が発生することが予想されるところであるので、

空き地の雑草の管理についての過料の請求はできな

いものと考えております。 

○13番（福田清宏君） 同意をもらうように文書を

出したり、口頭で説明したりすればいいんでしょう、
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要は。同意をもらえればできるんでしょう。面倒で

すか。だけど、誰かがこれをやってくれないと市民

の美化意識も低下しますし、近隣の皆さん方は大変

困惑されていますよ。あわせて、何遍も何遍もあな

たのところに相談に来るでしょう。だから、解決す

るより、してない件数のほうが多いんじゃないんで

すか。それからすれば一歩前に踏み出して条例改正

してみましょうという検討はできないんですかね。 

 市長どうですか、その辺は。命令できませんか職

員に。いかがでしょう。 

○市長（中屋謙治君） おっしゃいますように、大

変、今、苦慮している問題でございます。それで、

担当課のほうとしては、相談を受けたときに、現地

に出向いて行って写真を撮って、状況を確認し、そ

して、所有者に写真をつけて、こういう状態ですよ

と。ぜひ雑草の管理を適正にやってくださいよとい

う、こういうお願いをするわけですが、なかなか前

に進まないというのが実態でございます。 

 その通知の中に、実際自分で草払いができないと

するというと、シルバー人材センターであったり、

あるいは事業者であったりというのを資料の中に同

封して、ここに手配してもらえばできますよという、

そこをやっているんですが、実際どの業者にどうい

う形でお願いすればいいかという、そこの一歩がな

かなか踏み出せないというのが実態ではなかろうか

と。そういうことで今回、我々協議いたしましたの

は、除草する事業者の手配かれこれというもの、も

し希望があれば、市のほうがその分を段取りますよ

と。ですから、そこを信頼できる事業者、信頼でき

る適正な価格でやりますよという、この間に入る部

分を市のほうがやれば、一歩も二歩も進むんじゃな

かろうかと、こういう形で今回この提案を質問を受

けた中でもって協議をしたところでございますので、

取りあえずこの方法を一歩、二歩前に進むんじゃな

いかと、こういう期待をしながら、取り組んでみた

いと思いますので、御理解いただきたいと思います。 

○13番（福田清宏君） 困惑されている住民もなん

ですけどね、相談を受ける職員の苦労を知っている

から今回この質問をしているんですよ。そうでなき

ゃやりません。 

 その中で、何とか、何かの裏づけがあって、職員

が動きやすくて、そして、効果があるものは何かな

いのかと。ずっと探していったらこの条例があった

ので、ポイ捨てだけじゃなかろうがと。繁茂したも

のの刈取りという言葉も出てきましたので、であれ

ば、この条例の中に何とかならんかなという思いで

質問をしたようなことであります。 

 ぜひそういった前に進もうとする検討を、やっぱ

り重ねていただきたいと思います。 

 あわせて、ちょっと二、三、付け加えておきます

けれども、この条例の施行規則なんですけどね、こ

の各条文の中に、条例第10条とか第12条とかあるん

ですけど、合ってないんですよね、条例に。という

のは、恐らく私が思うに、この施行規則は平成19年

３月30日の改正内容で止まっている。それで条例は、

令和６年４月１日に改正されている。この後に施行

規則の見直しがされてないんじゃないかと思います

ので、私が間違っておりましたら訂正しますが、ぜ

ひひとつ目を通してみてください。 

 そういうことで、この雑草の刈取りにつきまして

は、住みやすい環境を取り戻すためにも、やはり一

歩進んだ対応が必要であると思いますし、今市長の

ほうから、そういったことの方向を見定めての答弁

をいただきましたので、次に進めさせていただきま

す。 

 次は、三つ目ですが、西薩中核工業団地の公園周

辺の除草は、どこの部署が担当し、どのような形で

行われておりますか、お伺いをいたします。 

○産業立地課長（大平博喜君） 議員御指摘の公園

及び道路の維持管理につきましては、鹿児島県鹿児

島地域振興局が行っているところでございます。 

 維持管理状況について、県のほうに確認をしたと

ころ、当該公園は港湾施設の一部として管理してお

り、施設の異常であるとか、草木の繁茂状況を確認

した上で、緊急度や優先度を考慮しながら、業務委

託による補修であるとか、除草等の対応を行ってい

るとのことでございました。 

 特に緊急度が高い案件につきましては、県の職員

自らが対応を実施しているとのことでございました。 

○13番（福田清宏君） もうね、緊急度なんていう
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言葉を使われると何もできんということなんですよ

ね。そうじゃなくて、この先日終わりました地区対

抗駅伝競走大会で応援に行った人たちはみんな思っ

たと思いますよ、あの姿を。これが工業団地なの。

だから、そういう意味で私は質問しているんでね。

さらに、港湾施設であるということはもう分かって

いますよ、当初の段階で。だけど、それを飛び越え

て県に任せてたら緊急度がないからやらないという

のが普通でしょう。だけどね、この工業団地は安く

で購入したんでしょう。どうして安くで買えたと思

っています。将来にわたっての管理費が要らないか

らなんですよ。ということは、市が管理費をちゃん

と計上して、整備に当たってくださいねということ

が裏に書いてあるんですよ。書き物ではありません。 

 そういう意味で安く購入したんですから、その辺

を間違っちゃいけないんですよ。買い叩きができた

という話じゃないんですよ。将来にわたっての管理

費、人件費や清掃費を含めてね、いろんな管理費を

削除した結果、あの単価で買うことができたんです

よ。間違っちゃいけません。 

 そういう意味からすれば、当然、市が予算をつけ

て整備すべきじゃなかろうか。そしてまた、あれだ

けの各地区から選手、応援が集まって開かれる大会

の日に、ああいう汚い姿を見せることは、果たして

工業団地としてＰＲしている市の立場としては、い

かがですか、そういう思いで質問をしておりますが、

そういう観点からいかがでしょうかね。お答えくだ

さい。 

○産業立地課長（大平博喜君） 市といたしまして

は、引き続き、県に対して適切な維持管理に努めて

いただくよう、積極的に要望を行ってまいりたいと

思います。 

 また、市道部分につきましては、樹木等の植栽帯

の在り方なども含めまして、工業団地の立地企業の

皆様の御意見も参考にしながら、維持管理について

今後検討していきたいと考えているところでござい

ます。 

○13番（福田清宏君） 安く購入した工業団地なん

ですよ。そしてまた、今言われたように立地企業の

皆さん方の協議会もありますよね。市が音頭を取っ

て一緒に協議して、工業団地の美化にどうにかして

取り組みましょうやとか、何とか少しだけの予算で

済むんじゃないですか。やる気はありませんか。市

長いかがでしょう。 

○市長（中屋謙治君） おかげさまで工業団地ほぼ

ほぼ埋まってまいりました。 

 そして、工業団地の中を朝、夕、ウオーキングを

される方、たくさんいらっしゃいます。私も何回と

なく会いするんですが、なかなか管理が行き届かな

い、あるいは１回草取りをやってもすぐまた伸びて

くるという、こういう中で、果たしてどうなんだろ

うと。今、担当課長のほうから少し触れましたが、

市道のあの植栽帯というのが、こちらのほうの市街

地の中のこの市道の植栽帯の街路樹の在り方という、

今見直しをしておりますが、そういう観点で工業団

地の中のあの歩道の市道部分の植栽帯の在り方とい

うのも、いま一度検討してみようかと。歩道部分の

植栽帯は草が繁茂して、歩道を歩けない、そして、

車道をウオーキングをされている方をよく見かけま

す。危ないという部分もありますので、ただいま申

し上げましたように、県道部分、市道部分、植栽帯

を含めて今後の管理の在り方を十分検討させていた

だきたいと思います。 

○13番（福田清宏君） たしか工業団地の場合は緑

化率が云々というのがあると思いますので、そこを

十分に研究しながら御検討いただければと思います。 

 次に、進めさせてください。 

 次は３番目ですが、公園の整備についてでありま

す。 

 かもめ公園のソフトボール場は以前、土砂が固く

なって、コンクリート状になったということがあり

まして、土地の入替えを整備していただいたんです

が、再度の改良整備ができないか、お伺いをいたし

ます。 

○都市建設課長（吉見和幸君） かもめ公園は、鹿

児島県で施設の整備が行われ、本市において草払い

などの維持管理を行っておりまして、ソフトボール

場につきましては、平成29年度に簡易的な補修を行

っております。 

 現在のところ、ソフトボール場の抜本的な改修や
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遊具の更新などは県のほうで行わないということで

ございますので、日常の管理を行っておりますいち

き串木野市で利用者の意見を聞いた上で、利用に支

障のある箇所については、修繕を行ってまいりたい

と考えております。 

○13番（福田清宏君） 一緒に整備してもらったゲ

ートボール場はもう大変いいんですよね。やっぱ砂

の質が違うんだと思います。少し予算が足りなかっ

たと当時聞きましたけどね。 

 このほぼ毎日、今、長崎鼻のソフトボール場で練

習されている方々も一緒になって使用されておりま

すので、朝方に行くと大体試合か練習をされており

ますから、直接ちょっと出向いてお聞きいただけま

せんかね。そうするとまた皆さん、そういう事情を

聴きながら、いろいろ取り組むと思います。 

 今試合をするときは、始まりの５分、10分石拾い

ですよ。そしてからゲームが始まります。そういう

ようなことも皆さん気をつけながらやっておられま

すので、そういう中で、ちょっとね大変なのよとい

う話の中からの質問でありますから、ぜひひとつ都

合をつけて、お会いになって、お聞きいただけませ

んかね。いかがですか。 

○都市建設課長（吉見和幸君） サブグラウンドの

ほうは面積も狭くて、施工規模が小さいこともござ

いました。ソフトボール場はかなり広くございます

ので、やはり一遍に全面的な抜本的な、改修はちょ

っと難しいと思いますので、また、利用者の意見を

お伺いした上で、対応できる方法をまた検討してま

いりたいと考えます。 

○13番（福田清宏君） ぜひひとつ知恵を絞って対

応してください。みんな待っていると思いますので、

期待しております。 

 次に、４番目ですが、案内板の設置についてであ

ります。 

 多目的グラウンドや総合体育館における催しを周

知するために、県道からの入り口やグラウンド・体

育館の入り口等の自動車からの見通しのよい場所に

案内板の設置はできないか、お伺いをいたします。 

○スポーツ推進監（芹ケ野幸淑君） 多目的グラウ

ンドや総合体育館における案内板についてでありま

す。 

 現在、案内板は、総合体育館の入り口に１か所設

置しており、同施設において開催される大会等の周

知に利用しております。 

 しかしながら、経年劣化による損傷等が目立って

きていることや、利用者等が容易に把握できない場

所へ設置していることから、設置場所の変更も含め、

今年度中に更新する計画であります。 

 また、隣接する多目的グラウンドにつきましても、

利用者や通行人が各種大会や催しの実施の有無を容

易に把握できるよう、案内板の設置を考えておりま

す。 

 つきましては、施設の入り口付近に設置するなど、

総合体育館と併せて対応したいと考えております。 

○13番（福田清宏君） 長年要望してきた私、同僚

議員ももうずっと前に質問した経緯もありまして、

長年の要望がようやく踏み込まれたという気がして

おりますけれども、この大会とか催しとか、一目で

分かるように工夫をしてね、そして見えやすいとこ

ろにやっぱり設置してください。 

 さっき質問の中でも、車の中から見えるような場

所という表現をしましたけれども、できればそうい

うこと、そして、また降りてもすぐ見れるような場

所、車を置いて、ずっと奥のほうに入ってという、

そういう場所じゃなくて、そういったようなところ

に設置されてほしいと思うんですが、そのような位

置を検討されておられますか。 

○スポーツ推進監（芹ケ野幸淑君） 現在、総合体

育館は入り口の左側にちょっと見づらいところにご

ざいますが、新たに設置する場所につきましては、

入り口付近の街灯がございますが、ちょうど見えや

すいところに設置したいと思っております。 

 縦長の看板で、高さは１メートル90センチ、幅を

60センチと考えております。 

 また、多目的グラウンドにつきましては、県道か

ら総合体育館に向かう市道沿いにございますフェン

スに設置したいと考えております。 

 横長に、横が１メートル90センチ、縦が60センチ

と考えております。 

○13番（福田清宏君） 待望している事柄でありま
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すから、期待しておりますが、設置に併せて、市民

への周知も怠りなく検討されることを期待いたしま

す。 

 以上でこの項について終わります。 

 次に進みます。 

 ５番目ですが、中国風庭園「冠嶽園」の一部改築

についてであります。 

 先の定例会においてお尋ねをいたしましたが、こ

の冠嶽園の游歩廊、そして八蓬閣の接合部の柱やは

りの改築計画の進捗状況についてお伺いをいたしま

す。 

○市長（中屋謙治君） 先の６月議会だったと思い

ますが、この冠嶽園は老朽化が進んで、急いで手を

入れなきゃいかんのじゃないかという、こういう御

質問であったと思います。これに対する考え方とい

うことで少し御説明をさせていただければと思いま

す。 

 冠嶽園の游歩廊と八蓬閣の接合部におけます柱の

腐食、あるいははりの沈下、こういう老朽化が進ん

できております。 

 御指摘のとおり、安全面、景観面双方で深刻な課

題であると認識をいたしております。 

 こうした状況を踏まえまして、本年度から冠嶽園

の今後の在り方について検討を着手し、庁内で議論

を重ねてきているところでございます。 

 先の６月議会でも申し上げたと思いますが、私は

この冠嶽園の老朽化、この対応に当たっては、単な

る老朽箇所の復元であったりとか、部分的な補修に

とどめるのではなく、今後、冠嶽園をどのような形

で将来に引き継いでいったらいいのか、そして、周

辺の自然、歴史、資源も含めたエリア全体としてど

のように磨き上げ、広い視野で考えていくか、この

ことが重要ではなかろうか。このことは６月でも申

し上げたと思っております。 

 冠嶽園は霊峰冠岳徐福伝説を背景に整備された歴

史文化を象徴する施設であります。 

 さらに、周囲には、花川の砂防公園や冠岳神社、

花川渓流など、本市の魅力を形づくる多くの資源が

存在しております。 

 こうした資源を面的につないで、市民の憩いの広

場として、また、市外からも訪れる方々、魅力ある

エリアとして、再生していくことが、将来を見据え

た、そういう方向がいいのではないのかな、このよ

うに思っております。 

 そういうことで、将来を見極めて、今後必要な調

査を行って、そして、冠嶽園の改修という、これに

向けて進んでいきたい、このように今考えている、

庁内で検討している、こういうことでございます。 

○13番（福田清宏君） 修復は無理なんですかね、

あの状況を見ると。もう大分柱の、大きい柱は腐っ

ているし、はりは下がっているしね。私はもう議論

はここら辺りでいいんじゃないかと思います。市長

が言われる将来を見据えて。いずれにしても、冠嶽

園の持つ特色は何なのというのが原点だと思うんで

すよ。そうしたときに、調査してと言ったってそれ

なりにまた、お金かかるでしょうから。どうですか

ね、解体しながら、使える材料、使えない材料を見

極めていくということであれば、調査費は要らない

んじゃないですか。 

 そして、後は今のところに建て替えるのか、解体

後ですね。あるいは、花川公園の真ん中に、山手寄

りにでも移築するのか、新しく建設するのか。そう

いった方向での検討のほうが、より早く目的を達成

するんじゃなかろうかという思いもありますが、そ

の辺までは検討はまだ進んでおりませんか。 

 単なるどうしようか、どうしようかでの検討で終

わっているんですか。いかがでしょう。 

○副市長（出水喜三彦君） 今年度の検討状況の中

で、重ねたということで申し上げましたけれども、

やはり、議員も前回もお述べになられました、この

歴史、これを生かしてというような中で霊峰冠岳と、

それから山岳仏教、それと徐福伝説、ここは変わら

ないだろうと。 

 ただ開園当時、中国との交流があったと見据えて

という中の、そこについては、一つ疑問があるなと、

今の現状においてはというようなところも議論いた

しました。 

 その上で、ただそういった歴史を踏まえて造られ

たあの施設を解体する、このことがどうだろうか、

そこが一番我々としても悩んでいたところでござい
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ます。 

 具体的に申し上げますと、平成29年当時に、この

部分的な補修、これを設計した際にその工事費がお

よそ8,000万円かかるというようなことでございま

した。 

 それから10年近くたってございますので、資材の

高騰等を勘案しますと現在の公共単価に置き換える

とこれが１億3,000万円、4,000万円になるだろうと

いう中で、これを改修するについては、どういう形

で、まさにどういう形で、これを市民の皆さんのコ

ンセンサスの下で、改修すべきかどうか、そして、

今現状においては今後の公共施設、非常に縮小して

いかざるを得ない現状において、観光利用があると

はいえ、これを大きな多大な経費をかけて残すべき

なんだろうか、この辺に非常に判断が困った状況で

あります。 

 そのために、その解体でありましたり、あるいは、

これを生かす技術も含めて、そういったのがコスト

計算できないかというのが、先ほど答弁にもありま

した調査ということでございますけれども、御提案

ありました、その解体というのも一つの方策ではな

いか、これをまた生かす、そういうのも一つの御提

案かと思いますので、その辺はまた考えてみたいと

思います。 

 検討の経過とすれば、以上になります。 

○13番（福田清宏君） 材木は国内産だと思うんで

すよね。だけど、瓦とかね、一部装飾については、

あれ中国産なんですよね。瓦も天日干しでできた瓦

と当時聞いておりましたので、もう今はないんじゃ

ないですかね。そういうことも合わせると、あの柱

を２本外せば、当然瓦はきれいに外して、工事した

としても、みんながみんな助かりますかね、どうな

んでしょうね。そんな思いもせんでもないですが、

そんなことも思いながらも、やはり、この歴史文化

財、あるいは観光資源、この前あったＭＯＭＩＪＩ

バスのときも、ガイド会のメンバーは、紅葉の状況

を説明しながらも、冠嶽園にどうぞという案内をし

ていました。 

 そういうことも含めていくと、やはりあの一帯を

お話しする、案内する中で、欠かせない構築物にな

っているんじゃないかという気もいたします。 

 ただ今言われたように経費の問題とかいろいろあ

ると言われればもうそれまでなんですが、だけど、

やはり冠岳一帯、花川公園一帯にかけたあのお金の

ことを考えると、どうしてもやっぱり一体的な整備

の中での一つとして、老朽化していくものについて

は、それなりの予算をつけて再建していくべきとい

うのが筋道じゃなかろうかと思います。 

 今でこそ、市が中国廈門市に留学生を派遣してお

りませんけれども、あのときは毎年、毎年、１年間

の留学生を市の職員を派遣していたわけであって、

そういうことの結果がああいうことに生まれている

わけなんです。 

 そういうことも含めていくと、やっぱし、旧串木

野市の時代ではありますけれども、今に続く歴史の

問題等を考え合わせれば、学習の場としてもやはり

残さなければならんのじゃなかろうかなあと。壊し

てなくすは、もう簡単な話なんですよね。だけど、

やはり継続するところにやはり霊峰冠岳を、あるい

は花川公園を宣伝していく、あるいは交流人口を

云々という、そういう流れの中に供するものだと思

いますけれども、そういう点からするといかがなん

でしょうかね。今のお話ではちょっと理解し難いと

ころがありましたので、質問しましたが、お伺いし

ます。 

○副市長（出水喜三彦君） 議員がお述べになられ

ましたその改修というのは無理なのではないかとい

う、先ほどその前に御発言がありましたので、実際

の検討状況の中で解体というのができるのだろうか

と、こういった検討もしたということでお話をさせ

ていただきました。 

 選択として、その解体、あるいは部分的に解体、

縮小する、これもあるかと思います。ただ、そうし

た中においても、砂防公園含めて一体をどのように、

集客を図っていくのか、このことが大事だと思って

おりますので、その辺を検討させていただきたいと、

このように思っております。 

○13番（福田清宏君） 観光客の皆さんのやっぱし

見学されるコースの安全を考えると、そんなに長く

ほっておけない状態じゃないかと思います。 
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 だから、検討に時間がかかる、あるいはまだ二、

三年先だよということであれば、取りあえずは、添

え木をするとか、崩れてくる心配はないよというよ

うな形のものの支えをするとか、何かやらないとち

ょっとやっぱり心配なんですよね。 

 今回もＭＯＭＩＪＩバスは29日でしたか、ちょっ

と行ってみましたけれども、やはり行くたびに腐食

も進んでいるようですし、戸はますます閉まらない

という、そういう状況にありますから、やっぱし急

いで検討をしていただきたいと思いますが、再度お

答えください。 

○市長（中屋謙治君） 確かにもう危険な箇所とい

うのもあろうかと思っております。そういった危険

性が認められる箇所につきましては、やはり点検を

しっかりと行って、そして、状況に応じた応急的な

措置、これはもう必要だろうと思っております。 

 繰り返しになりますけれども、今後、冠嶽園をど

ういう形でというのは、冠嶽園単体ではなくて、あ

の周辺の花川渓流、そして、砂防公園、これと一体

的な形でという考え方の中で、今後、冠嶽園の修復

というのは、ぜひ計画をさせていただきたい、この

ように思っております。 

○13番（福田清宏君） お金をかけた竜のはう壁が

ありますトイレにしても、なかなか観光客の目には

遠くて、目につかない。そういうのも一体的に考え

れば、当然、今市長が言われたように、花川の砂防

公園の流れの中にどういう位置づけで冠嶽園をして

いくかということは大きな課題だと思いますが、一

日も早く対応されますことを求めて質問を終わりま

す。ありがとうございました。 

○議長（松崎幹夫君） 以上で本日の日程は終了し

ました。 

────────────── 

   △散  会 

○議長（松崎幹夫君） 本日はこれで散会します。 

 

         散会 午後２時55分 


